
実際の事業所運営に当たっては、 
「運営の手引き」を参照してください。 
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１ 内容及び手続きの説明及び同意について 

介護保険事業者は、介護保険サービスの提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者等に

対し、「運営規程の概要」等の利用申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項

を記載した文書（重要事項説明書）を交付して説明し、文書同意を得る必要があります。 

（電磁的方法による場合は、「８，電磁的記録等について」を参照） 

１ 内容及び手続の説明及び同意 

利用申込者に対して重要事項説明書を交付し、重要事項の説明をして内容に同意を得た

際には、利用者に「文書を交付」し、「説明」したこと、及び、利用者等から内容につい

ての「同意」を得たことが確認できる記録が必要です。 

記載例 

重要事項について文書を交付し、説明しました。 

令和５年○月○日 管理者 横浜 太郎  

私は重要事項について交付、説明を受け、同意しました。 

令和５年○月○日 関内 花子 

○ 上記の記載例に限りませんが、重要事項説明書で説明した日、説明者、交付したこ

と、内容に関する同意を得たことが確認できるように記録してください。

○ また、利用申込者及びサービス事業者双方を保護する観点から、サービス提供開始前

に『契約書』等の書面を交わして、契約内容の確認を得てください。

２ 重要事項説明書に記載すべき事項 

① 法人・事業所概要（法人名、事業所名、事業所番号、併設サービス、利用定員等）

② 事業目的・運営方針等

③ 営業日・営業時間、サービス提供日・サービス提供時間

④ サービスの内容、利用料その他の費用の額（負担割合の記載含む）

⑤ 従業者の勤務体制（従業者の職種、員数及び職務の内容）

⑥ 通常の事業の実施地域

⑦ 緊急時等における対応方法

⑧ 苦情処理の体制：事業所担当・市介護事業指導課・区（事業の実施地域、利用者居住

地）・神奈川県国民健康保険団体連合会の窓口も記載

⑨ 提供するサービスの第三者評価の実施状況：実施有無、直近の実施年月日、評価機関

の名称、評価結果の開示状況

⑩ その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項：従業者の研修機

会の確保、衛生管理、秘密保持、事故発生時の対応、非常災害対策 等

「重要事項説明書」と「運営規程」の内容に齟齬がないようにしてください。 

① 重要事項説明書を交付していなかった。（交付記録が確認できない。）

② 契約書は作成しているが、重要事項説明書を作成していなかった。

③ 重要事項説明書に最新の事業所の状況（加算等）が記載されていなかった。

注意 

指導事例 
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２ 介護現場におけるハラスメント対策について 

近年、介護現場では、利用者や家族等による介護職員への身体的暴力や精神的暴力、セクシ

ュアルハラスメントなどが少なからず発生していることが様々な調査で明らかとなっていま

す。これは、介護サービスは直接的な対人サービスが多く、利用者宅への単身の訪問や利用

者の身体への接触も多いこと、職員の女性の割合が高いこと、生活の質や健康に直接関係す

るサービスであり安易に中止できないこと等と関係があると考えられます。

１ ハラスメント対策の強化 

令和３年４月の制度改正により、介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化 

する観点から、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を

踏まえつつ、ハラスメント対策が求められることとなりました。

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な

言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成 18年  

厚生労働省告示第 615号）及び事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動

に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（令和２年厚生労

働省告示第５号。以下「パワーハラスメント指針」という。）において規定されてい

るとおりですが、特に留意されたい内容は以下のとおりです。

ａ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行っては

ならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のため

の窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。

① 事業主が講ずべき措置について

必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、

「（管理職・職員向け）研修のための手引き」等を参考にした取組を行うことが望ましいで

す。各サービス事業者におかれては、本マニュアルを介護現場におけるハラスメントの未

然防止や発生した場合の対策に活用し、介護職員が安心して働き続けられる労働環境の整

備に努めてください。

※なお、中小企業（資本金が 5000万円以下又は常時使用する従業員の数が 100人以下の企

業）は、令和４年３月 31日までは努力義務とされてきましたが、令和４年４月１日から

義務化となりましたことにご注意ください。

ポイント 
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【参考】厚生労働省 HP 「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」（令和

3 年度版）、研修の手引き・動画」等 
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html) 

② 事業主が講じることが望ましい取組について

パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著しい迷惑行為（カ

スタマーハラスメント）の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として行うこと

が望ましい取組の例として、次のことが規定されています。

① 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

② 被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対

して１人で対応させない等）

③ 被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況

に応じた取組）

加えて、都道府県において、地域医療介護総合確保基金を活用した介護職員に対する悩

み相談窓口設置事業や介護事業所におけるハラスメント対策推進事業を実施している場合、

事業主が行う各種研修の費用等について助成等を行っていることから、事業主はこれらの

活用も含め、介護事業所におけるハラスメント対策を推進することが望ましいです。

なお、顧客等から過剰なサービスの要求があり対応に苦慮する場合等は、必要に応じサ

ービス担当者会議等でその必要性を検討するようにしてください。

２ 相談窓口について 

また、介護サービス事業所の介護職員等が利用者やその家族等からハラスメントを受け

ているにも関わらず、事業主が適切な対応をとらないなど、ハラスメントに関する対応に

ついて、労使間に問題がある場合には、次の相談窓口に相談できます。 

〇神奈川県 HP 
かながわ労働センターの労働相談

(http://www.pref.kanagawa.jp/docs/k5n/soudan/index.html) 

〇厚生労働省 HP 
神奈川県労働局 総合労働相談センター

(http://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/madoguchi_annai/soudanmadoguchi) 

ポイント 
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３ 業務継続計画の策定について 

 
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体

制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の

策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等が義務付けられました。 

 

１ 業務継続計画の策定 

居宅サービス事業者は、感染症、非常災害等の発生時において、利用者に対する指定居 

宅サービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため

の計画(以下「業務継続計画という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講

じなければなりません。 

従業者等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練（シミ 

ュレーション）を定期的に実施しなければなりません。 

居宅サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じてその変更 

を行ってください。 

 

業務継続計画には、以下の項目等を記載します。 

イ 感染症に係る業務継続計画 

ａ  平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

ｂ  初動対応 

ｃ  感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報 

共有等）  

ロ 災害に係る業務継続計画  

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の 

対策、必要品の備蓄等）  

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等）  

ｃ 他施設及び地域との連携   

 

各項目の記載内容については、厚生労働省HP 

「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び 

「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照してください。 

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga
_00002.html) 
 

 
 

・業務継続計画の策定等については、令和 6 年 3 月 31 日までの間は努力義務とされてい 

ますが、令和 6 年 ４ 月 １ 日以降は基準違反となりますので、早急に対応してください。 

・想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定 

してください。 

・業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、事業所に実施が求められるものです 

が、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えありません。 

 

4

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html


２ 研修・訓練（シミュレーション）の実施 

 

① 感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることか

ら、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望

ましい。 

② 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有する

とともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとし

ます。    

③ 職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催する

とともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましいです。また、研修の実施

内容についても記録してください。 

 

なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のた

めの研修と一体的に実施することも差し支えありません。  

 

訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動

できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した

場合に実践するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施してください。 

 

なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のた

めの訓練と一体的に実施することも差し支えありません。また、災害の業務継続計画に係る

訓練については、非常災害対策に係る訓練と一体的に実施することも差し支えありません。  

 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するもの

を適切に組み合わせながら実施することが適切です。 

 

 

        業務継続計画（BCP）の策定にあたっての参考資料等 

業務継続計画の策定にあたり、厚生労働省のウェブサイトに介護施設・

事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）の作成を支援するために、研修動画が掲載され

ています。 新型コロナウイルス感染症や自然災害等、場面ごとに計画策定にあたっての

ガイドラインや各サービスのひな型が掲載されているので、ご参照ください。 

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/do
uga_00002.html) 
また、本市のウェブサイトにＱＡ等を掲載しましたので、ご確認ください。 

(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-
kaigo/kaigo/bcp_kaigo.html) 

 

改正内容 ワンポイント 
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４ 新型コロナウイルスに関する情報について 

 

令和５年５月８日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが２類から５

類に変更されますが、高齢者施設等では重症化リスクが高い高齢者が多く生活されており、

感染対策の徹底、医療機関との連携強化、療養体制の確保等を継続する必要があります。 
このため、高齢者施設等における新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更

後の対応について下記の通りといたします。 
 

１ 基本的な感染対策について 

高齢者施設等では重症化リスクが高い高齢者が多く生活されていますので、引き続きマ 

スクの効果的な着用、適切な換気等の基本的な感染対策をお願いします。 

 

【マスクの着用について】 

・高齢者施設や介護事業所等の従事者については、勤務中のマスクの着用を推奨します 

（勤務中であっても、従事者にマスクの装着が必要ないと考えられる具体的な場面につ 

いては、各高齢者施設等の管理者等が適宜判断いただくようお願いします）。 

・マスクの着用は個人の判断に委ねられるものですが、事業者が感染対策上又は事業上 

の理由等により、利用者又は従事者にマスクの着用を求めることは許容されます。 

なお、その場合には、丁寧な説明をお願いします。 

・マスク着用の考え方の見直し後であっても、引き続き、「三つの密」の回避、「人と 

人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等の励行をお願いします。 

 

【換気とゾーニングについて】 

・窓や換気扇の場所を考慮して空気の流れをつくる等、効果的な換気をお願いします。 

パーテーションを活用する際は、空気の流れを阻害しないように配慮してください。 

・感染者が発生した場合は、保健所や専門医等の指示に従い、個室に移動させてくだ 

さい。個室が十分にない場合には、感染者の生活するエリア全体を感染のリスクがあ 

るゾーンとみなして対応していただくようお願いします。 

 

〇 令和５年５月８日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更されまし

た。これに伴いまして、今までに厚生労働省から発出された、人員基準等の臨時的な取り

扱いに関して、令和５年５月８日以降の取り扱いが変更になります。 

また、各種制限が緩和されることを踏まえ、臨時的な取扱いがなくても必要なサービス

を提供することが可能と考えられるものについては、当該臨時的な取扱いを令和５年５月

７日をもって終了となりました。 

国から示された「介護保険最新情報 Vol.1146 高齢者施設等における感染対策等につい 

て」（令和５年４月 18日事務連絡）とあわせて参考にしていただき、適切にご対応いただ 

きますようお願いします。 
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【参照】厚生労働省 HP 
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨

時的な取扱いについて」 

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html) 
 

２ 新型コロナウイルス関連情報の確認について 

国からの介護保険最新情報をはじめ、新型コロナウイルス関連情報が横浜市ホームペー 

ジ等に掲載されています。 

常に最新の情報をご確認いただき、施設・事業所において感染が確認された場合に備え、 

あらかじめ必要な対応を想定し準備を行っていただくとともに、感染が確認された場合は、 

保健所の指示に従い速やかに感染拡大防止のための行動をお願いいたします。 

(1) 各種通知や Q&A、補助金等について 

〇介護事業者向け新型コロナウイルス関連情報（横浜市 HP） 

(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/kaigo-c
orona.html)  

 (2) 新型コロナウイルスワクチン接種について 

  ○ワクチン特設ページ（横浜市 HP） 

(https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/vaccine-p
ortal/) 

(3) 感染拡大防止対策について 

○介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について 

（厚生労働省 HP） 
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html)  

 

３ メール配信について 

横浜市では、介護保険指定事業者に必要な情報を提供する際に、「介護情報サービスかな 

がわ」のメール配信システムを使用しています。新型コロナウイルス感染症に関する通知 

及び調査についても、このメール配信システムにより行っています。 

登録を行わない場合、新型コロナウイルス関連情報をはじめ、重要なお知らせが届かな 

い状況となりますので、早急に登録を行ってください。 
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５ 個人情報の取扱いについて 

 

介護保険事業者は、他の介護保険事業者等に対して、利用者の個人情報を提供する場合は

利用者の同意を、利用者家族の個人情報を提供する場合は利用者の家族の同意を、あらかじ

め文書により得なければなりません。 

 

○ 利用者及びその家族から個人情報の使用に関する同意を得る場合に、「個人情報使用同

意書」に記載すべきと考えられる項目を例示します。 

【「個人情報使用同意書」に記載すべきと考えられる事項】 

① 使用する目的 

サービス担当者会議や、居宅介護支援事業者その他の居宅サービス事業者との連絡調

整等において必要な場合 など 

② 使用する事業者の範囲 

利用者に介護保険サービスを提供する全ての介護保険事業者 など 

③ 使用する期間 

介護保険サービス契約の有効期間に同じ など 

④ 使用に当たっての条件 

個人情報の提供は必要最小限とする。個人情報の使用に当たっては、関係者以外の者

に情報が漏れることのないようにする。個人情報をサービス担当者会議で使用した場合

には、出席者や議事内容等を記録しておく。 など 

 

○ 厚生労働省が作成した、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」（平成29年４月14日）には、介護保険法に規定する居宅サービス事業を

行う事業者等(※)が行うべき、個人情報の適正な取扱いの確保に関する活動を支援するため

の具体的な留意点・事例等が示されていますので、活用してください。 

 ※「事業者等」：介護保険法に規定する居宅サービス事業、介護予防サービス事業、地域

密着型サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予

防支援事業、及び介護保険施設を経営する事業、老人福祉法に規定する老人居宅生活

支援事業及び老人福祉施設を経営する事業その他高齢者福祉サービス事業を行う者 

《参考》 

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」 

厚生労働省 HP 
(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/ 
0000194232.pdf) 
 

① 個人情報の使用について、利用者や家族から同意を得ないまま、サービス担当者

会議等で個人情報を提供していた。 

② 個人情報の使用を文書で説明しているが、その文書には同意を得た記録が

なかった。 
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 虐待被害者に関わる個人情報の適正な取扱いについて 

  家族等から虐待を受け避難している被害者を、サービス利用者として受け入れ

る場合もあると思います。その場合は、特に個人情報の取扱いに注意が必要です。 
 
（１）虐待被害者に関わる個人情報が漏えいした場合の影響 

  ア 身体生命への危険、安全な生活の存続の危機 

    加害者に居所等を知られた場合、加害者から被害者に対する追及や探索、

最悪の場合、命の危険も考えられます。また、追及等やこれらに対する懸念

から日常生活が脅かされ、転居を余儀なくされる等、被害者に多大な不利益

が生じる恐れがあります。 
 
  イ 安全確保のための支援 

    被害者に危険が及ばないよう、安全確保等の支援が必要となり、警察との

連携による見守りや同行支援などが必要となる場合も考えられます。 
 
（２）情報漏えいを防ぐための対応 

被害者に関する個人情報を取り扱う際は、加害者に情報漏えいすることのない

よう極めて慎重に取り扱う必要があります。各事業所において想定されるリス

クを確認し、情報漏えいを防ぐために必要な手順を構築してください。また、

事業所の職員間で情報を共有して、決められた手順を確実に遂行できるように

してください。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

【想定されるリスクの例】 

 ●加害者からの電話照会に回答してしまう 

（加害者が身元を詐称して電話をかけてくる場合もあります。） 

●利用者情報を記載した書類や、入力したデータに、被害者の前居住地

や加害者の連絡先（住所・電話番号）があり、その連絡先へ事業所か

ら連絡をすることで、加害者に被害者の居所を漏えいしてしまう 

（例えば、請求書等の郵送、緊急時の電話連絡、加害者と同居してい

る家族あてに電話し留守番電話にメッセージを残した 等。） 
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６ 事故報告について 

 
１ 事故発生時に関する規定  

  
 

 
 
 

 
◎解釈通知での規定 

 
 
 
 

 

 

 

２ 事故発生時の対応について 

事故発生時は、 

① 利用者家族等に連絡をするとともに、 

② 横浜市健康福祉局介護事業指導課へ電子申請システムにて速やかに第一報を入れて 

ください。早急に報告が必要と判断した件については電話も入れてください。 

 

【注意】 

電子申請システムの画面を長時間開いたままにしたり、回線の切断等が発生したりす

ると入力した情報が失われる場合があります。適宜「申請一時保存」の機能を利用して

ください。また、「事故の状況、経緯、対応等」や「事故の原因」、「再発防止に向けての

取組」など長文になりそうな項目についてはあらかじめ簡潔な文章にまとめておくなど

工夫してください。 

 

３ 利用者家族等への説明について 

事故発生時に連絡を入れるだけではなく、事故の原因や再発防止策についても連絡を入 

れて十分な説明を行うようにしてください。事故報告書は利用者、家族に積極的に開示し、

求めに応じて交付してください。 

家族とよりよい信頼関係を築くためには、日頃から定期的に利用者の状況を発信し情報

共有することや、利用者本位の生活を重視することに伴うリスクについても話し合ってお

くことが重要です。 

 

４ 事故報告書の範囲 
  報告の範囲は以下のとおりですが、報告の範囲外のケースであっても、必ず記録にとど

めてください。 

① 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者

の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

② 事業者は、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 

③ 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償

を速やかに行わなければならない。 

 

① 事故の状況及び事故に際してとった措置についての記録は、2年間保存しなければならない。 

② 事故が発生した場合の対処について、あらかじめ定めておくことが望ましい。 

③ 賠償すべき事態となった場合には、速やかに賠償しなければならない。そのために損害賠償保

険に加入しておくか若しくは賠償資力を有することが望ましい。 

④ 事故が発生した際、その原因を解明し、再発防止の対策を講じること。 
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（１）サービスの提供による、利用者のケガ又は死亡事故の発生 

☆ケガの程度については、医療機関で受診を要したものを原則とします。受診の結

果、外傷が無かった場合は、事故種別のその他「外傷なし」で報告してください。 

☆事業者側の過失の有無は問いません。利用者の自己過失による事故であっても、

医療機関で受診を要したものは報告してください。 

☆病死であっても、死因等に疑義が生じる可能性のあるとき（トラブルになる可能

性があるとき）は報告をお願いします。 

☆利用者が、事故によるケガが原因で後日死亡に至った場合は、速やかに所管課へ

連絡し、報告書を再提出してください。 

※下記の場合は事故報告の対象外とします。 

★既往症や急な体調の変化での救急対応、緊急受診等、適切な処置を行った場合。 

★利用者が乗車していない送迎用の車での交通事故。 

（２）食中毒及び感染症、結核の発生 

   ☆食中毒、ノロウイルスやインフルエンザ等の感染症、結核についてサービス提供

に関して発生したと認められる場合。 

なお、これらについて関連する法に定める届出義務がある場合は、これにも従って

ください。 

※新型コロナウイルス感染症が発生した場合は、事故報告書の提出は不要です。 

（３）職員（従業者）の法令違反・不祥事等の発生 

☆利用者の処遇に影響があるもの（例：利用者からの預かり金の横領、個人情報の

紛失、漏洩･･･例えば FAX の誤送信、郵送書類の誤送付なども報告をお願いします） 

（４）誤薬（違う薬を与薬した、時間や量の誤り、与薬もれ等） 

☆必ず医師の判断に基づく指示を仰いでください。（管理者や看護師等が判断するこ

とはできません。）市への報告をお願いしています。 

（５）利用者の離設、行方不明の場合   

   ☆速やかに周辺や心当たりがある場所を探してください。それでも見つからずに外

部への協力を求めたときには報告をしてください。 

 

５ 再発防止に向けた今後の取り組みについて 

事故発生後は、全ての職員による話し合いの場を速やかにもち、事故の内容を共有して

原因分析を十分に行い、その結果、実行していく再発防止策を具体的に報告書に記載して

ください。記載内容は、「～を検討中」「見守りの強化」「職員への周知」といった漠然とし

た表現は不適切です。（不適切な再発防止策の記載の場合、再度、事故報告書の提出を求め

る場合があります。） 

再発防止策を効果的なものとするには、組織全体で事故再発防止の仕組みを作りあげ、

取り組むことが重要です。組織全体として事故の危険性等の認識を共有したうえで、再発

防止策を徹底して実行し、同じ事故を繰り返すことがないようにしましょう。  

さらに、事故の発生が、利用者の体調・ＡＤＬ・疾病等の状態の変化が要因となってい

る場合もあることを踏まえ、モニタリングやアセスメントを行い、介護計画の見直しを検

討することも大切です。 
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６ 横浜市における事故報告で原因や再発防止策が具体的に示されている事例 
  本市に寄せられた事故報告の一部（地域密着型サービス以外を含む）です。これらの事

例を参考に、事故の予防や再発防止に努めてください。 
 
【サービス種類】 通所介護 
【事故種別】   誤薬（与薬もれ） 

事故の内容 
通常薬は連絡ノートが入っているケースに入れていただくことになっていたが、
バッグの中に他の荷物と一緒に入っており、職員がケースに入っていなかったた
め、昼食後の服薬なしと判断してしまった。翌日、家族からの連絡により与薬も
れが発覚した。 

事故の原因分析
及び再発防止に
向けての今後の
取組み 

●原因 

昼食後の服薬という情報はあったが、職員間で情報の伝達・共有が不十分であり、
職員がケースの中に薬がなければ服薬の必要がないと思い込んでしまった。 

●再発防止策 

情報の伝達は口頭と文書の両方で確実に申し送りを行い、情報の共有を徹底する。
生活相談員が利用者の情報と持参された薬を照らし合わせながら、利用者ごとの
服薬の有無を確認し、介護職員がダブルチェックを行う。 

 

７ 事故についての苦情事例  

利用者の家族から本市に寄せられた事故に関する苦情事例の一部（地域密着型サービス

以外を含む）です。これらの事例を参考に、事故が発生した場合は、事故が利用者や家族

とのトラブルに発展しないよう適切に対応してください。 

 

【サービス種類】 通所介護 
【事故種別】   骨折 

苦情の内容 事故報告書は横浜市に提出済みということで、家族に見せてくれない。 

対応についての
アドバイス 

事故が発生した場合は、発生状況や原因、再発防止策について家族等に十分に説
明を行ってください。また、利用者や家族等に積極的に事故報告書を開示し、求
めに応じて交付してください。なお、横浜市では、提出された事故報告書は公文
書となり、情報開示請求があれば開示されます。 

 
８ 事故報告集計 

令和4年度　横浜市内の居宅サービス事故報告件数

骨　　折
打撲・捻
挫・脱臼

切傷・擦
過傷

やけど
その他の
外傷

異食・誤え
ん

食中毒
感染症・
結核

法令違反・
不祥事

誤薬・落薬
与薬もれ

その他 合計

訪問介護 21 20 13 0 11 1 0 0 30 278 54 428

(介護予防)訪問入浴介護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

(介護予防)訪問看護 1 6 1 0 3 0 0 1 63 26 1 102

(介護予防)訪問リハビリ
テーション

0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 6

(介護予防)居宅療養管理
指導

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

通所介護 65 160 43 0 62 12 0 2 55 73 107 579

(介護予防)通所リハビリ
テーション

17 9 6 0 5 0 0 0 5 9 2 53

(介護予防)福祉用具貸与 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4

（介護予防）特定福祉用具販売 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

居宅介護支援 0 1 0 0 0 0 0 0 192 3 9 205

合　　計 106 196 63 0 82 13 0 3 352 391 174 1380  
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９ 誤薬について 

誤薬の事故報告件数は、増加する傾向にあります。また、誤薬後の処置について、医師

の指示を仰がず、看護師、薬局薬剤師や管理者等の判断で経過観察を行うといった誤った対応

をしている事例が、未だに見受けられます。 

「与薬を忘れたが、たいした薬ではないから様子をみよう」という勝手な判断や慣れが

更に重大な事故を引き起こす可能性があります。誤薬の結果、その薬剤が利用者の身体に

どのような影響を与えるかは、医学的診断を要するため、介護従事者、看護師等が誤薬時

の処置を判断することはできません。 

身体への影響を判断し、必要な処置を講じるため、速やかに処方を行った医師へ相談し

てください。 

 

では、誤薬を防ぐには･･･ 

誤薬を防ぐためには、利用者が正しく服薬するまで、準備段階から複数の職員が互いに

厳しい目で確認し合うことが重要です。 

＜与薬もれとは…事例＞ 

・朝食前に服薬すべき薬を与薬し忘れていた。 

・家族から薬を預かったが、職員間の連絡ミスで与薬できていなかった。 

＜時間、量の誤りとは…事例＞ 

・処方箋記載事項、指示の解釈を誤り、数日間に渡り既定量より多く与薬してしまった。 

・薬の変更があったのに、連携ミスにより、変更前の分包を与薬した。 

・朝与薬すべき薬を夜に与薬した。 

＜落薬・飲みこぼしとは･･･事例＞ 

・錠剤の数が多い利用者について、本人に手渡しで服用してもらっていたが、手のひら

からこぼれたことに気付かなかった。 

・口腔内チェックが不十分で、口の中に薬が残っていることに気付かなかった。 

・掃除中に床に落ちている薬を発見したが、どの利用者の薬か確認できなかった。 

＜他人の薬を与薬とは･･･事例＞ 

・与薬時の名前を読み上げ、顔を見て手渡しをしたが、別の利用者に手渡していた。 

・与薬直前に、複数利用者分の薬セットを同時に行っていた際、Ａ利用者の薬にＢ利用

者の薬が混じっていた。 

・職員が目を離した際に、Ａ利用者がＢ利用者に薬を飲ませていた。 

 
≪対策の例≫ 

・手順のマニュアル化、担当者の明確化、ダブルチェックの徹底、誤薬の重大性を理解

するための研修の実施、薬の一包化、処方薬の数を減らす、タイミング・形状等につ

いて医師へ相談する等 

※ 適切な対策を講ずるためには、原因分析をしっかりと行う必要があります。事故の

原因分析を行ったうえで、各事業所に応じた対策を講じてください。 

 

 

 

13



10 交通事故について 

  他市においては、死亡事故も発生しています。職員の健康管理や交通法令の遵守等を 

徹底してください。併せて、ヒヤリハットの共有や、物損事故・交通法令違反等に対する

実行性ある再発防止策の検討・実施を行ってください。 

 また、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害 

賠償を速やかに行わなければならず、そのため、損害賠償保険への加入等を行うことが 

望ましいです。重大な交通事故が発生するリスクも想定し検討をお願いします。 

 

 

報告に対する所管課の対応 

・事故報告書が提出された際に、利用者本人や家族に事実確認をする場合があります。 

・事故発生状況や事故の原因分析、再発防止に向けての今後の取組みを確認し、必要に応

じて事業者への調査及び指導を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本市 HP 事故報告書についての案内トップページ】 

(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/hoken/unei/j

iko.html) 

【事故報告 報告手順・チェックリスト】 

(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/hoken/unei/j

iko.files/0007_20220324.pdf) 

【事故報告 報告フォーム（電子申請システム）】 

(https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/aa60e393-

5687-4fb4-8bb4-f3e1c6a045ad/start) 
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７ 高齢者虐待の未然防止と早期発見について 

 

国は、令和５年３月31日、【厚生労働省老健局長通知「令和３年度「高齢者虐待の防止、

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査」の結果及び

高齢者虐待の状況等を踏まえた対応の強化について】を発出しました。 

高齢者虐待の再発防止、未然防止に向けた体制整備に取り組むよう通知しています。 

(https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001083436.pdf) 
 

１ 法に基づく対応状況等に関する調査結果を踏まえた適切な対応等 

  ・本調査結果の活用による地域の実情に応じた虐待の未然防止、迅速かつ適切な対応、

再発防止施策の実施及び適切な事実確認 

  ・性的指向・性自認（性同一性）を理由とした被虐待高齢者に対する介護施設への入所

等の適切な措置 

  ・改善指導（勧告等）を受けた介護施設等の再発防止等に向けた改善計画（取組）に対

する訪問等によるモニタリング、評価の実施 

  ・都道府県と市町村との連携・協働の強化 

  ・地域での孤立化防止等による養護者支援の適切な対応 

  ・改定版「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」（国

マニュアル）の周知と積極的な活用 

   

２ 高齢者虐待防止に係る体制整備等 

 ・養介護施設従事者等による虐待防止に係る体制整備 

   全ての介護サービス事業所を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、

虐待防止検討委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることが義務付

けられたことを踏まえた、虐待防止に向けた確実な体制整備の構築 

  ・高齢者虐待防止に係る計画策定及び評価（PDCAサイクル）の実施 

   高齢者虐待防止に係る体制整備の検討及び取組の実施と取組内容の改善、見直 

しに係る課程（PDCAサイクル）の計画的な実施 

  ・介護サービス相談員派遣事業等の推進 

  

 

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者（※１）に対する支援等に関する法律（以下、「高

齢者虐待防止法」）」第５条で、「養介護施設従事者等（※２）の方々は、高齢者（※３）虐待

を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければならな

い」とされています。 

※１ 養護者：高齢者を現に介護する人であって養介護施設従事者等以外の人 

※２ 養介護施設従事者等：「養介護施設」または「養介護事業」の業務に従事する人 

※３ 高齢者：高齢者虐待防止法では65歳以上 

身体拘束は、原則禁止です。緊急やむを得ない場合以外の身体拘束は、全て高齢者虐

待に該当する行為です。 
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３ 財産上の不当取引による高齢者の被害への対応 

都道府県における市町村への適切な支援、助言及び注意喚起 

 

４ 高齢者権利擁護等推進事業の活用  

令和４年度より補助対象に追加した介護施設等における虐待防止研修を実施する講師

の養成研修、介護施設等における虐待防止検討委員会の運営、研修の実施等に係る指導

等のための専門職の派遣及び検証を行うための会議や養護者による虐待につながる可能

性がある事例への専門職の派遣等の積極的な活用 

 

【参考：身体拘束ゼロへの手引き（厚生労働省作成）】 

(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-
kaigo/kaigo/shinsei/service/henkou_unei/gh.files/0068_20190527.pdf 
 

【参考：横浜市高齢者虐待防止事業指針】 

横浜市ホームページ > 暮らし・総合 > 福祉・介護 > 高齢者福祉・介護 >  

介護保険以外のサービス > 在宅の要援護高齢者への支援 > 高齢者虐待防止事業 

(https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-kaigo/koreisha-kaigo/kaigohoken-ig
ai-service/zaitaku-yoengo-shien/koureishagyakutai.files/0003_20210407.pdf) 

 

１ 養護者による高齢者虐待の早期発見 

(１）令和３年度の養護者による高齢者虐待の件数 

項 目 神奈川県 全 国 

相談・通報件数 2,596件 36，378件 

虐待と判断した件数 813件（31.3%） 16,426件（45.1%） 

 

(２) 相談・通報者内訳（県内）※複数回答のため、通報件数（2,596）と一致しない。 

 

警察 
介護支

援専門

員 

介護保

険事業

所職員 

被虐待 

本人 

家族・

親族 

当該市 

町村行 

政職員 

その他 

人数 1,488 343 119 93 101 112 527 

割合 53.5% 12.3% 4.3% 3.3% 3.6% 4.0% 18.9% 

 

 

(３) 養護者による虐待の早期発見 

ア 観察による早期発見 

介護サービスを利用している高齢者を担当する介護支援専門員や事業所職員は、 

養護者や家族等と接する機会も多いため、高齢者の身体面や行動面での変化、養護 

者や家族等の様子の変化などを専門的知識を持って常に観察することが重要です。 

イ 養護者による虐待の通報 

虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重 

大な危険が生じている場合は、速やかに市町村に通報しなければならず、また、重 

大な危険がない場合でも、市町村への通報が努力義務とされています。 

発見した場合の通報は、守秘義務違反には問われません。 

介護支援専門員・介護保険事業所職員が、重要な役割を果たしています。 注目 
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ウ 多職種協働での養護者支援 

虐待の発見や通報だけでなく、虐待が疑われる事例や虐待の未然防止のため、 

様々な職種が関わり、高齢者を介護する養護者を支援することが非常に重要です。 

 

(４) やむを得ない事由による措置 

市町村は、養護者による高齢者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じるおそれ

がある場合、高齢者を一時的に保護する措置（老人福祉法第11条等）を行います。 

 

２ 養介護施設従事者等による高齢者虐待の未然防止と早期発見  

(１) 令和３年度の養介護施設従事者等による高齢者虐待の件数 

項 目 神奈川県 全国 

相談通報件数 201件 2，390件 

虐待と判断した件数 66件（32.8%） 739件（30.9%） 

 

（２）相談・通報者内訳（県内）※1件につき複数の区分に該当する場合がある。  

 当該施設 

職員 

家族・ 

親族 

医療

機関 

介護支援 

専門員 

本人による

届出 

地 域 包 括

支援センタ

―職員 

その他 
その他 

・不明 

人数 134 27 5 3 3 5 36 11 

割合 59.8% 12.1% 2.2% 1.3% 1.3% 2.2% 16.1% 4.9% 

 

 

 

(３) 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止 

ア 組織としての虐待の未然防止・早期発見のための体制づくり 

高齢者虐待が発生した場合には、その原因を職員個人の問題とはせず、組織とし 

てとらえることが大切です。 

リスクマネジメントの視点や職員が燃え尽きないためにも、日ごろの業務の中で 

悩みや相談を受け止めたり、介護技術に対してアドバイスができる体制を整備する 

とともに、職員の労働条件の改善にも留意する必要があります。 

 

※「『高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律』第２条第５

項に基づく高齢者虐待の解釈について」（平成22年９月30日老推発第0930第１号）

では、以下の行為も高齢者虐待に該当するとされています。 

① 入所者を車いすやベッド等から移動させる際に、必要以上に身体を高く持ち上げた。 

② 裸になった入所者の姿を携帯電話で撮影し、他の職員に見せた。 

③ 入所者の顔に落書きをして、それを携帯電話で撮影し、他の職員に見せた。 

 

イ 通報等による不利益取り扱いの禁止 

（ア）通報義務 

通報義務は、養介護施設における高齢者虐待の事例を施設等の中で抱えてしま 

うことなく、早期発見・早期対応を図り、高齢者の尊厳の保持の理念のもとサー 

ビスの質の確保や向上に資するために設けられています。 

（イ）守秘義務との関係 

養介護施設従事者等が高齢者虐待の相談や通報を行うことは「守秘義務違反」

になりません。 

 

介護施設従事者が、虐待発見に重要な役割を果たしています。 注目 
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（ウ）公益通報者保護 

介護施設従事者等による高齢者虐待の通報等を行った従業者等は、通報等をし

たことを理由に解雇その他不利益な取り扱いを受けないことが規定されています。 

また、「公益通報者保護法」においても、労働者が事業所内部で法令違反が生じ、

又は生じようとしている旨を事業所内部、行政機関、事業所外部に対して所定の要件

を満たして公益通報を行った場合、通報者に対する保護が規定されています。 

 

（４） 施設職員のスキルアップのため研修等の紹介  

ア 研修教材「高齢者の権利擁護に関する研修プログラム」  

平成21年に「施設職員のための高齢者虐待防止の手引き」の内容をパワーポイント 

で学べる研修プログラムを神奈川県が作成しています。 

県高齢福祉課のホームページからダウンロードできますので、施設内研修等にご

活用ください。  

(http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/cnt/f3673/)（神奈川県高齢福祉課 HP） 

 

  イ  神奈川県認知症介護基礎研修・認知症介護実践（実践者・リーダー）研修  

神奈川県では、国の要綱に基づき、認知症介護の専門的な知識・技術を身につけ 

ることを目的とした研修の実施を予定しています。  

この研修は、 

認知症介護基礎研修  

認知症介護実践者研修（年５回）  

認知症介護リーダー研修（年２回）  

の３種類に分かれており、介護の経験や技量、役職等に応じて、段階的に学ぶこと 

ができるようになっています。  

なお、実施スケジュールは、次のホームページでご確認ください。 

 ※介護情報サービスかながわ ⇒ 事業者 ⇒ ライブラリ ⇒ 12.認知症介護の研修 

http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib.asp?topid=13 
 

３ 高齢者虐待防止の推進 

令和３年４月の制度改正により、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐

待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修を実施すると

ともに、これらの措置を適切 に実施するための担当者を定めること等が義務付けられ

ました。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第２条において、３

年間の経過措置を設けており、令和６年３月 31日までの間は、努力義務とされていま

す。 

① 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催 
「虐待の防止のための対策を検討する委員会」（以下「虐待防止検討委員

会」という。）は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合

はその再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅

広い職種で構成し、構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期

的に開催してください。 

 

ポイント 
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② 虐待防止のための指針を整備 

「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込むようにしてく

ださい。  

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方  

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項  

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針  

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針  

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項  

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項  

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項  

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項  

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

 
③ 虐待防止のための従業者に対する研修を定期的に実施  

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に

関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、介護サー

ビス事業者における指針に基づき、虐待の防止の徹底を行ってください。  

職員教育を組織的に徹底させていくためには、介護サービス事業者が指針に基づい

た研修プログラムを作成し、定期的な研修を実施するとともに、新規採用時には必

ず虐待の防止のための研修を実施することが重要です。また、研修内容についても

記録が必要です。  

 
④虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の配置 

介護サービス事業者における虐待を防止するための体制として、①から③ま

でに掲げる措置を適切に実施するため、専任の担当者を置く必要があります。 
当該担当者は、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が努めることが望ま

しいです。 
 

４ 運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を追加 

虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選定、従業者への研修方法や研修計画等）

や虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等を指す内容を規定してくだ

さい。 

３年の経過措置期間を設け、令和６年３月31日までの間は、努力義務とされています。 

 

５ 横浜市の高齢者虐待相談・通報窓口 

養護者による虐待の相談・通報窓口は、各区の高齢・障害支援課となります。連絡先

は、本資料の「20 介護保険に関する横浜市等の苦情・相談窓口」をご覧ください。 

 

ポイント 

ポイント 

ポイント 
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８ 電磁的記録等について 

 

書面の保存等に係る負担の軽減を図るため、事業者は、条例で規定する書面（被保険

者証に関するものを除く。）の作成、保存等を電磁的記録により行うことができること

としました。 

  

１ 電磁的記録  

 事業者は、作成保存その他これらに類する行為のうち条例により書面（書面、書類、文 

書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することが 

できる情報が記載された紙その他の有体物をいう。）で行うことが規定されているもの、 

又は想定されるもの（被保険者証に関するものを除く）については、書面に代えて、当該 

書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること 

ができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの 

をいう。）により行うことができます。 

 

(１)  電磁的記録による作成は、  

・事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 または  

・磁気ディスク等をもって調製する方法 によることとします。 

(２) 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によることとします。  

① 作成された電磁的記録を事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は

磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法  

② 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を事業

者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製

するファイルにより保存する方法  

(３) その他、条例において電磁的記録により行うことができるとされているものは、(１)

及び(２)に準じた方法によることとします。  

(４) また、電磁的記録により行う場合は、 

個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取 

扱いのためのガイダンス」及び 

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html)           
厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」 

(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275.html) 
等を遵守してください。 

 

電子的方法による記録の保存についても、保存の期限については、紙媒体を用いた

時と同様の取り扱いです。メール等の保存については、バックアップを取る等、適切に保存してくだ

さい。 
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２ 電磁的方法 

利用者及びその家族等（以下「利用者等」という。）の利便性向上並びに事業者の業務負担

軽減等の観点から、事業者は、書面で行うことが規定されている又は想定される交付等（交

付、説明、同意、承諾、締結その他これに類するものをいう。）について、事前に利用者等

の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によることができることとしたものです。 

 

(１) 電磁的方法による交付は、居宅条例の「内容及び手続の説明及び同意」の規定に準じ

た方法によることとします。 「１ 内容及び手続きの説明及び同意について」参照 

(２) 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした

場合等が考えられます。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日内閣府・法

務省・経済産業省）」を参考にしてください。  

(３) 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点から、

書面における署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいです。

なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日内閣府・法務省・経済産業省）」を

参考にしてください。  

(４) その他、居宅条例において電磁的方法によることができるとされているものは、(１)

から(３)までに準じた方法によることとします。ただし、居宅条例等の規定により電磁

的方法の定めがあるものについては、当該定めに従うこととします。  

(５) また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係

事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び厚生労働省「医療情

報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守してください。 

 

【参考】 
押印についてのＱ＆Ａ（内閣府 HP） 
(https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/imprint/i_index.html) 
個人情報保護委員会・厚生労働省 
医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」 
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html) 
厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」」 
(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275.html) 
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９ 介護職員等による喀痰吸引等について 

 

介護職員等が、介護事業所で喀痰吸引等の「医療的ケア」を行う場合には、一定の研修

等を修了した上で、神奈川県への登録が必要になります。 

また、介護職員等が喀痰吸引等を行う事業所は、県への事業所登録が必要です。 

 

１ 介護職員等による喀痰吸引等  

（１）実施可能な医療的ケア 

ア たんの吸引（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部） 

イ 経管栄養（胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養） 

（２）介護職員等の範囲 

ア 介護福祉士 

実務者研修を終了した上で国家試験に合格した者等で、「介護福祉士登録証」に 

実施可能な喀痰吸引等の行為が付記されている者 

イ 介護福祉士（上記を除く）以外の介護職員等（「特定行為業務従事者」という。） 

喀痰吸引等研修修了後、本人の申請に基づき、都道府県から「認定特定行為業務

従事者認定証」の交付を受けた者又は経過措置対象者 

 

２ 登録研修機関 

（１）たんの吸引等の研修を行う機関は県知事に申請し、登録を受けることが必要です。 

【登録要件】 

・基本研修、実地研修を行うこと。 

・医師・看護師等が講師として研修業務に従事（准看護師は対象外）していること。 

・研修業務を適正・確実に実施するための基準に適合していること。 

（２）喀痰吸引等研修の類型 

ア 第１号研修：不特定多数の者対象・喀痰吸引等の各行為（５行為）全てを修了 

イ 第２号研修：不特定多数の者対象・喀痰吸引等の各行為（５行為）のうち、任意の

行為について実地研修を修了 

ウ 第３号研修：特定の者対象・対象者（行為）ごとに実地研修を受講 

■第１号及び第２号関係 

神奈川県福祉こどもみらい局高齢福祉課福祉施設グループ 電話045-210-1111 内線4855 

■第３号関係 

神奈川県福祉こどもみらい局障害サービス課事業支援グループ 電話045-210-1111 内線4732 

 

３ 登録特定行為事業者・登録喀痰吸引等事業者の登録 

 事業所が痰の吸引等の業務を行う場合は、事業所毎に県の登録を受ける必要があります。 

ア 登録特定行為事業者：特定行為業務従事者が実施する事業所 

イ 登録喀痰吸引等事業者：介護福祉士（上記１の(２)アに限る）が実施する事業所 
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■高齢施設関係 

神奈川県福祉こどもみらい局高齢福祉課福祉施設グループ  電話045-210-1111 内線4855 

■高齢在宅関係 

神奈川県福祉こどもみらい局高齢福祉課在宅サービスグループ 電話045-210-1111 内線4843 

■障害者事業所関係 

神奈川県福祉こどもみらい局障害サービス課事業支援グループ 電話045-210-1111 内線4732 

 

○ 申請に当たっては、「介護情報サービスかながわ」掲載の「認定特定行為業務従事者

の認定証の交付及び登録喀痰吸引等事業者の登録手続きについて（平成２９年７月１日

以降）」をご確認ください。 

  

 

 

 

 

 

 

【各種申請の様式・申請方法等の掲載場所】 

「介護情報サービスかながわ」  

事業者 > ライブラリ > 15．介護職員等によるたんの吸引・経管栄養 > 

(http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib.asp?topid=23） 
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10 
令和５年度処遇改善加算 

（処遇・特定・ベースアップ加算）について 

 
令和５年度分からは、３加算それぞれで今年度の賃金改善見込額がそれぞれの加算見込

額を上回ることを確認したうえで、前年度との比較は３加算一体で計算するものとします。

また、事業所毎の賃金総額や賃金改善額等の内訳の記載も不要としました。 

 

１ 加算取得の手続き 

（１）計画書の提出 
   令和５年度に処遇改善加算等を算定するためには、令和４年度の算定有無に関わらず、

届出が必要です。届出 がない場合は加算の算定はできませんので、手続に漏れのないよ

うお願いします。 
※  本市への提出書類は、「計画書」のみです。加算届出書や体制等状況一覧表の提出 

は不要です。 
(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shi
nsei/kyotaku/3kasan/shogu/keikakur5.html) 

○ 提出期限（新たに加算を取得する場合） 
以下に示す日時までに本市へ到達するよう届出を行ってください。  

（１）令和５年４月及び５月算定開始分 【提出期限】令和５年４月 15 日（土曜日）  

（２）令和５年６月以降算定開始分 【提出期限】算定開始月の前々月の末日  

（例：令和５年７月算定開始分…令和５年５月 31 日） 

○ 提出期限（加算取得時に提出した計画書のうち一部項目に変更があった場合） 
・変更後の内容で加算を算定しようとする月の前月の末日 

 
（２）実績報告書の提出 

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員

処遇改善実績報告書等を提出する必要があります。例えば、３月分の当該加算（介護給

付費）の支払い（入金）が５月にあった場合は、その翌々月の７月末までに実績報告書

を提出する必要があります。 
※  提出した実績報告書等の写しは２年間保存する必要があります。 

  
２ 介護職員処遇改善加算等に関する Q＆A 

再度要件を確認の上、計画書、実績報告を作成してください。 
(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/k
yotaku/3kasan/shogu/00.html#qa) 

 

※  処遇改善加算等の届出は原則として電子申請とします。 
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11 変更届・加算届・廃止届・休止届について 

 

介護保険事業者は、 

① 事業所の名称や所在地等の届出事項に変更があったとき 

② 加算や減算等の介護給付費算定に係る体制等に変更があったとき 

③ 事業を廃止又は休止しようとするとき  

は、本市へ届け出ることが介護保険法等により義務付けられています。 

○ 届出が必要な事項と、それぞれの提出期限をあらかじめ確認しておき、届出事由が発

生した時には、必ず提出期限までに届出してください。 

○ 居宅系サービスは、介護事業指導課に提出をお願いします。 

《届出事項・提出期限等》 
届出種類 届出事項・届出期限 

① 変更届 

『変更届一覧表』で、変更事項毎にア～ウを確認した上で、届出してください。 
ア 届出が必要か、不要か。 

イ 届出方法は事前か、郵送（事後（10日以内））か。 

ウ 必要添付書類は何か。 

② 加算届 

ア 次の居宅サービスの加算届は、加算算定開始月の前月15日（必着）まで

に郵送で届出してください。 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、 

通所介護、通所リハビリテーション、居宅介護支援 

イ 加算の取り下げ 

加算の算定要件を満たさなくなることが明らかになった場合には、速や

かに郵送により加算の取り下げの届出を行ってください。 

③ 廃止届 
 休止届 

廃止又は休止の日の１月前までに郵送で届出してください。 

【届出に伴う留意事項】 

① 従業者に対しては、当該事業所でのキャリアを今後に生かせるように

「実務経験証明書」を発行してください。 

 ② 利用者のサービス利用に支障が生じないよう、当該利用者の居宅介護

支援事業者と連携し、他の介護サービス事業者を紹介するなど必要な措

置を速やかにとってください。 

 

○ 事前に変更届出を要する複数の変更があったにもかかわらず、事前に届

出を行っておらず、事後にまとめて提出した。 

 

【『変更届一覧表』について】 

横浜市ホームページ > 事業者向け情報 > 福祉・介護 > 高齢者福祉・介護 >  

事業者指定・委託等の手続き > 居宅・施設サービス関連 >  2.変更・廃止・休止・再開届  

から、該当するサービスを選択して、確認してください。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-

kaigo/kaigo/shinsei/kyotaku/2henko/ 
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12 指定更新申請の手続きについて 

介護保険制度では、事業者が指定基準等を遵守し、適切な介護サービスを提供している

かを定期的に確認する仕組みとして、事業者指定に６年間の有効期間を設けているため、

介護保険事業者は、６年ごとに事業者指定の更新を受ける必要があります。 

 指定更新申請をせずに指定有効期間満了日を経過した場合、事業者は指定の効力を失い

介護保険サービスの提供ができなくなります（指定の失効）ので、ご注意ください。 

１ 指定更新手続について 

横浜市では、指定更新手続きに関する情報を市のホームページの「事業者向け情報」の

「福祉・介護」に掲載しています。詳しくは、ホームページでご確認ください。 

【指定更新手続きのホームページ】 

横浜市ホームページ > 事業者向け情報 > 福祉・介護 > 高齢者福祉・介護 >  

事業者指定・委託等の手続き > 各種申請関係 > 居宅・施設サービス関連 >  4.指定更新 

から、該当するサービスを選択して、確認してください。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/ 

shinsei/kyotaku/4koshin/ 

【更新申請書類作成の留意事項】 

ホームページ「４．指定更新」の「１ 指定更新【居宅サービス】」内の「１ 指定

更新申請の流れについて」に記載されている、更新申請の流れを必ず確認してくださ

い。 

【事業所の指定有効期間等の確認方法】 

① 事業所で保管している指定通知書、指定申請書類（控）、変更届（控）で確認する。

②「介護情報サービスかながわ」の「介護事業所をさがす」で検索し、事業所情報で確認

する。 URL: https://kaigo.rakuraku.or.jp/search-office/service.html

２ 更新を希望しない場合 

  更新を希望しない事業所は、必ず「事業廃止の届出」を行ってください。 

廃止届の届出方法・提出期限等については「11 変更届・加算届・廃止届・休止届等に

ついて」に記載のとおりです。 
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13 法令遵守と管理者の責務について 

 
１ 法令遵守 

・「指定」：介護保険事業所を運営するにあたっては、人員基準・設備基準・運営基準等

が定められており、介護保険指定事業者は、人員基準や設備基準を満たし、運営基準

に沿った事業運営をすることを前提に、指定（開設許可）を受けています。したがっ

て、基準を満たさない場合には、新規指定や指定更新を受けることができません。 

 ・「基準」：介護保険指定事業者の行う事業がその目的を達成するために必要な最低限の

基準を定めたものであり、常に満たされている必要があります。併せて、介護保険指

定事業者は、常にその事業の運営の向上に努めなければなりません。基準を誤って理

解したまま、意図せずに基準に反した運営を行っている事業所も見受けられますので、

法令を正しく理解し適正に運営することが必要です。 

 

２ 管理者の責務  

（１）事業所内の一元的な管理 

  管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければなりません。事業所

全体の状況をすべて管理者が把握するということです。 

そのため、サービスの実施状況の確認等も担当者に任せきりにせず、管理者も行って

ください。 

 

「従業者の管理」については、タイムカード等による出勤状況の確認、雇用

契約書や有資格者の資格証等の写しの保管、勤務表の毎月の作成等により、従業者に

関する記録等を整備し、基準に適合した勤務体制を確保するために必要な状況を常に

把握してください。 
 

① 有資格者の正しい資格証の写しを保管していない。 

     ② 勤務表には従業者の捺印があるが、勤務時間がわかる記録がない。 

 

（２）従業者への指揮命令 

管理者は、事業所の従業者に対して、事業の人員・設備・運営に関する基準を遵守させ

るため、必要な指揮命令を行う必要があります。管理者が法令を遵守するのは当然のこと

ですが、その他の従業者の方にも法令を守っていただくよう、管理者として必要な指示を

行ってください。 

事業所内で基準に違反する事案が発生した場合には、管理者が直接関与していなくても

管理者としての監督責任を問われることになります。 

 

管理者は、常勤従業者で、管理業務に専従することが原則となっています。

ただし、管理業務に支障がない場合にあっては、同一敷地内（隣接地含む）の同一法

人事業所での兼務が認められます。管理業務の実施に支障ある場合は基準違反です。 
 

     ① 管理者は兼務で、管理者としての勤務時間の記録がなかった。 

  ② 管理者は、同一敷地内の別法人の福祉有償運送の管理者を兼務していた。 

 

ポイント 

指導事例 

ポイント 

指導事例 
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14 業務管理体制の整備に係る届出について 

 

介護サービス事業者（法人）は、事業の適正な運営を確保するため、法令遵守責任者等

の業務管理体制を整備し、関係行政機関に届け出ることが義務付けられています。 

業務管理体制の届出が行われていない場合、介護保険法第115条の32に違反します。届

出を行っていない場合には、速やかに届け出てください。 

 

１ 事業者が行う業務管理体制の整備  

介護サービス事業者（法人）は、指定又は許可を受けている事業所等の数に応じて、次

のとおりそれぞれの業務管理体制を整備しなければなりません。 

業
務
管
理
体
制

の 

整
備
の
内
容 

 ③業務執行の状況の監査の定期
的実施（業務執行状況の監査） 

 ②業務が法令に適合することを確保するための規程の整備
（法令遵守規程の整備） 

①法令を遵守するための体制の確保に係る責任者（法令遵守責任者の選任） 

事業所
等の数 

１以上20未満 20以上100未満 100以上 

【事業所数の数え方】 

① 指定サービス種別毎に１と数えます。（同一事業所番号であっても分けて数えます。） 

② 介護予防サービス事業所、介護予防支援事業所及び地域密着型サービス事業所の数は

含みますが、病院等が行うみなし指定事業所及び、総合事業の介護予防・生活支援サー

ビス事業所の数は含まれません。 

 

２ 届出先について 

介護保険事業に新たに参入した時、届出事項に変更が生じた時又は届出先の区分に変更

が生じた時は、届出を遅滞なく行うこととされています。 

届出先は、事業所所在地が市町村域や県域をまたがっているなどの状況により、異なり

ます。 

なお、業務管理体制の整備に関する届出システム、又は郵送により届出を行います。 

区     分 届出先 

(1) 指定事業所又は施設が
２以上の都道府県に所在
する事業者 

① 事業所等が３以上の地方厚生局管轄区域に
所在する事業者 

厚生労働省 

② 事業所等が１又は２の地方厚生局管轄区域
に所在する事業者 

主たる事務所所
在地の都道府県 

(2) すべての指定事業所及び施設が同一指定都市のみに所在する事業者 指定都市 

(3) 地域密着型サービス（介護予防を含む）のみを行う事業者であって、す
べての事業所等が同一市町村内のみに所在する事業者 

市町村 

(4) 上記以外 都道府県 
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３ 変更届について  

以下の表の事項に変更があったときは、遅滞なく業務管理体制の変更届を提出してくだ

さい。 

なお、指定又は許可を受けている事業所数により、業務管理体制の整備の内容や届出先

が変わるため、事業所の新規指定等で事業所数に変更があった場合には、その内容及び届

出先に変更がないか確認をした上で提出してください。 

【届出を要する変更事項】 

１ 法人の種別、名称（フリガナ） 

２ 法人の主たる事務所の所在地、電話番号、ＦＡＸ番号 

３ 法人代表者の氏名（フリガナ）、生年月日、住所、職名 

４ 事業所等の名称、所在地 

   ※法人が運営する事業所数の増減により、整備する業務管理体制の内容が変更さ

れた場合のみ。 

５ 法令遵守責任者の氏名、生年月日 

６ 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 

※事業所等の数が20以上の法人のみ 

７ 業務執行の状況の監査の方法の概要 

※事業所等の数が100以上の法人のみ 

 

 

○ 事業所の新規指定や廃止等により、届出先が変更となった場合には、変更前と

変更後の双方の行政機関に届出をする必要があります。 

 

 

【業務管理体制の整備の届出方法や各種様式のホームページ】 
横浜市ホームページ > 事業者向け情報 > 福祉・介護 > 高齢者福祉・介護 >  
事業者指定・委託等の手続き > 各種申請関係 > 12．業務管理体制の整備 
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/ 
shinsei/shinsei.html#gyoumukanritaisei 

 
 

 
① 厚生労働省への届出様式等は、次のホームページで確認してください。 
【厚生労働省のホームページ】 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ser
vice/annai.html 

② 地方厚生局の管轄区域は、次のホームページで確認してください。 
【地方厚生局のホームページ】 

http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/chihoukouseikyoku.html 
 

注意 
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15 介護サービス情報の公表制度について 

 

介護サービス情報の公表制度は、介護サービスの利用に際し、利用者や家族等が自ら事

業所の選択ができるよう支援するための仕組みとして介護保険法で定められています。 

平成30年度から政令指定都市に権限が委譲され、横浜市内の事業者を対象とする調査・

公表は横浜市が行なっています。 

 

１ 公表対象サービス  

（１） 前年度の介護報酬の支払額（利用者負担額を含む。）が100万円を超えたサービスが

対象（※１）となります。公表の対象となるサービス名は、横浜市から郵送される

「計画通知書」（※２）に記載されますのでご確認ください。 

 
 

※１ 例えば、通所介護と訪問看護を実施している事業者で、通所介護のみ介護報酬の

支払実績が100万円を超えていた場合、通所介護のみが対象となります。 

※２ 「計画通知書」は、公表対象サービスを実施する事業所のみを対象に横浜市から郵送さ

れる書類です。「計画通知書」は重要な書類ですので、１年間大切に保管してください。 

 

２ 手数料について  

（１） 公表手数料（公表事務に関する費用）及び調査手数料（調査事務に関する費用）

は、介護保険事業者へ請求し、介護保険事業者は、所定の納入通知書により横浜市

へお支払いいただきます。 

（２） これらの手数料は、市における介護サービス情報の公表制度を円滑に運用するた

めの指定情報公表センター及び指定調査機関の運営費用として使われます。 

 

納入通知書は、「計画通知書」の封筒に同封されていますので、納付期限までに

必ず納付してください。 

 

３ 報告（調査票の提出）について  

(1)  基本情報調査票と運営情報調査票 

 基本情報調査票 運営情報調査票 

報告内容 
事業所の名称、連絡先、人員体制、営

業時間などの事業所の基本的な情報 

事業所の実施サービスの内容に関する事

項、運営状況に関する事項などの情報 

報告対象 

事業所 
公表の対象となる全ての事業所 

公表の対象となる全ての事業所 

（※令和3年度に指定された事業所を除く。） 

 

 

 

 

 

ポイント 

注意 
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＜基本情報＞ 

公表後に内容を修正することができますので、内容に変更があった場合は、適宜修

正を行ってください。併せて指定権者に変更の届出が必要な場合は、必ず変更届を提

出してください。（市内事業所は、本市に提出してください。） 

＜運営情報＞ 

公表後に内容を変更することができませんのでご注意ください。 

 

(2) 調査票の作成、提出方法について 

ア 調査票の作成及び報告は、「指定情報公表センター」のホームページ上から「ウェ

ブ報告システム」を使って行います。操作の詳細及び調査票の作成方法については、

「指定情報公表センター」のホームページに掲載されている「報告システム操作ガイ

ド」及び「調査票記入マニュアル」をご確認ください。 

イ 調査票報告期限は市から郵送された「計画通知書」に記載されています。ご確認の

上、必ず期限までに提出してください。 

 

指定情報公表センター ホームページ 

http://center.rakuraku.or.jp/ 
 

４ 訪問調査について  

（１）令和５年度の対象事業所 

令和５年度の訪問調査は、平成13年度、平成16年度、平成19年度、平成22年度、平成25年度、

平成28年度、平成31年度、令和３年度から令和４年度に新規指定を受けたサービス、令和５

年度の新規指定（※みなし指定以外）について実施します。なお、訪問調査の有無について

は、「計画通知書」に記載されています。 

（２）令和５年度の訪問調査開始予定 

９月開始を予定しております。（9月は３月～６月新規分から、既存は10月から） 

（３）訪問調査が免除されるサービス 

調査対象サービスについて、第三者性がある評価機関により、次のア～オの評価を令

和４年度（令和４年４月１日～令和５年３月31日）に受審した事業所にあっては、事業

者自らサービスの質の向上に取り組んでいるとして、当訪問調査の対象サービスから除

外されます。 

この受審については、事業所自らが申し出ることが必要なため、申請がない場合には

計画に沿って訪問調査を行うことになります。 

ア 福祉サービス第三者評価  イ 地域密着型サービス外部評価 

ウ 介護サービス評価     エ 特定施設外部評価 

オ その他、公正、客観性があると県が認めた評価 

 

前年度に「介護サービス情報の公表制度」に基づく調査を受けていたとして

も、この調査によって翌年度の訪問調査が免除となることはありませんので、ご注意

ください。 

 

ポイント 

注意 
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16 市内介護保険事業者に対する運営指導の委託について 

 

近年、市内介護保険事業者数が増加する中で、より効率的かつ効果的な事業者指導が求

められることから、介護保険法第24条の２に基づき、平成27年度から運営指導の一部を指

定市町村事務受託法人に委託しています。 

運営指導の実施にあたっては、指定市町村事務受託法人に所属する指導調査員が事業所

を訪問します。 

なお、令和4年度より厚生労働省が「実地指導」から「運営指導」と名称を改めまし

た。 

 

１ 委託の概要 

(1) 委託先（指定市町村事務受託法人） 

  公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会 

 (2) 対象サービス及び委託件数（令和５年度） 

 指定訪問介護、指定通所介護、居宅介護支援、指定訪問入浴介護、指定特定福祉用具貸

与・販売、指定地域密着型通所介護 指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機能型居

宅介護、指定看護小規模型居宅介護、指定定期巡回随時対応型訪問介護看護、指定夜間対

応型訪問介護、指定認知症対応型共同生活介護、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーシ

ョン、指定通所リハビリテーション、指定介護予防支援 計800件 

 

２ 運営指導の方法等 

(1) 実施までの流れ 

① 対象事業所の選定 

事業所の選定は、本市が行います。 

② 実施日の調整等 

委託先が事業所の管理者に対し、「日程確認通知」で実施日を連絡します。 

③ 実施通知について 

運営指導の実施日確定後に、本市から対象事業所宛に実施通知を送付します。 

④ 運営指導の実施 

本市が発行する「横浜市介護保険指導調査員証」を携帯した指導調査員（２名以

上）が事業所を訪問し、運営指導を実施します。 

(2) 運営指導後の本市の対応（文書指導等）について 

運営指導で不明な点について、後日、市から照会する場合があります。 

なお、運営指導の結果、文書指導等の対象に該当すると本市が判断した場合は、本市

による指導等に移行します。 
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３ その他 

(1) 業務上知り得た情報について 

委託先や指導調査員が、運営指導において知り得た利用者及び介護職員等の個人情報

や運営情報は、介護保険法に基づく指導監査以外の用途に用いることはありません。 

(2) 勤務形態一覧表の作成について 

今年度から勤務形態一覧表の書式が変更になりました。「従業者の勤務の体制及び勤

務形態一覧表 記入方法」をご確認いただき、「暦月」及び「実績」を記入の上提出し

てください。 

(3) 運営指導において作成した書類等の取扱いについて 

指導調査員が運営指導において作成した書類は、運営指導の結果を報告する際に全て

本市に提出することとしており、委託先で保管することはありません。 
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17 指導・監査等における指摘状況について 

 

実際の指導・監査において、改善する必要があると指摘した事項のうち主なものをまとめました。 

１ 契約書等 

（各サービス共通） 

 状況 改善指示内容 

１ 
・契約書・重要事項説明書・個人情報取扱 

同意書の日付や署名等に漏れがあった。 

・事業者・利用者ともに漏れなく記載等を 

行うこと。 

２ 
・重要事項説明書等が制度改正を反映して 

いなかった。 

・重要事項説明書等を更新し、利用者に説 

明を行い、文書により同意を得ること。 

３ 

・重要事項説明書の苦情相談窓口に、事業

所の窓口しか記載していなかった。又は窓 

口の記載誤りがあった。 

・事業所の窓口に加え、サービス提供地域

の区役所及び本市介護事業指導課、国保連 

の相談窓口を記載すること。 

国保連のFAXは廃止しているので削除するこ

と。 

４ 
・重要事項説明書に第三者評価の実施状況

に記載がなかった。 

・第三者評価の実施状況を記載すること。

受けていない場合は「なし」と記載する。 

 

２ 人員基準等 

（各サービス共通） 

 状況 改善指示内容 

１ 

・届出が必要な従業員の変更に際し、変更

届を提出していなかった。 

例：管理者、サービス提供責任者、介護支 

援専門員等 

 

・所定の期日までに本市介護事業指導課へ

届け出ること。 

２ 
・管理者が同一敷地外の事業所と兼務して 

いた。 

・兼務可能な範囲を確認し、速やかに配置 

基準を満たすこと。 

３ 

 

・所定労働時間数を超過した勤務時間数を

含めることで人員基準を満たしており、超

過分を除くと基準を満たしていなかった。 

・超過分を除いて人員基準を満たすよう従

業員を配置すること。 

※勤務延時間数に算入する時間数は、常勤

者が勤務すべき勤務時間数を上限としま

す。 

４ 

・勤務時間の記録が残されておらず、従事

時間や休暇、遅参早退等の状況が確認でき

なかった。 

・タイムカードや出勤簿を用いるなど、全

従業員の勤務時間の記録を整備すること。 

※法人代表等であっても、介護職員として 

勤務する場合は上記の整備が必要です。 

５ 

・事業所に併設している別の施設（有料老

人ホーム等）との勤務体制が区分されてい

なかった。 

・同一法人が運営している場合でも、サー

ビス種別ごとに勤務体制を明確に区分した

うえで、基準を満たす従業員を配置する 

こと。 
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（居宅介護支援） 

 状況 改善指示内容 

１ 

【居宅介護支援】 

介護支援専門員証の有効期間が過ぎてい

た。 

・介護支援専門員証が有効期間内であるこ 

とを確認し、介護支援専門員を配置するこ

と。管理者は最新の介護支援専門員証を

確認すること。 

（訪問系サービス） 

 状況 改善指示内容 

１ 

【訪問介護】 

・資格を有していない訪問介護員がサー

ビス提供を行っていた。 

・資格を確認し有資格者を従事させること。 

※無資格者のサービス提供分は介護報酬

を得ることができません。 

２ 

【訪問介護】 

・常勤のサービス提供責任者が、併設の 

通所介護事業所の管理者を兼務してい

た。 

 

・常勤のサービス提供責任者の兼務要件を

確認し、速やかに配置基準を満たすこと。 

３ 

【訪問介護】 

・常勤の勤務すべき時間の1/2の勤務時間

に達していない者を非常勤サービス提供

責任者としていた。 

・非常勤サービス提供責任者の任用の要件

を確認し、すみやかに配置基準を満たすこ

と。 

４ 

【訪問看護】 

・医師の指示書の期間が切れたままサー

ビス提供を行っていた。 

・主治の医師と密接に連携し、指示書の有

効期間を確認した上でサービス提供を行

うこと。※有効期間が切れていた場合、介

護報酬を得ることができません。 

（通所系サービス） 

 状況 改善指示内容 

１ 

 

【通所介護】 

・資格を有していない生活相談員を配置

していた。 

・生活相談員の配置時間数が不足してい

た。 

・必要な資格及び経験年数を確認し、有資

格者を従事させること。 

※実務経験は「常勤で２年以上」が必要。 

・生活相談員のサービス提供時間中の勤務

時間の合計から通所介護のサービス提供

時間数を除した時間数以上配置する。 

２ 
【通所介護】 

・看護師の配置日数が不足していた。 

・必要な配置数を確認し、基準を満たすこ

と。※不足の割合・期間により、人員欠如

減算となります。 

３ 

【通所リハビリ】 

・リハビリテーションを行う時間帯にリ

ハビリ専門職が配置されていなかった。 

・リハビリテーションを行う時間帯はリハ

ビリ専門職を配置すること。 

（福祉用具貸与・特定福祉用具販売） 

 状況      改善指示内容 

１ 
・資格を有していない福祉用具専門相談

員を配置していた。 

・必要な資格及び経験年数を確認し、有資

格者を従事させること。 
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３ 運営基準・設備基準等 

（各サービス共通） 

 状況      改善指示内容 

１ 
・介護サービス計画の作成にあたり、利

用者または家族の同意を得ていなかっ

た。 

・計画の内容について利用者または家族に

説明し、速やかに文書により同意を得るこ

と。 

２ 

・事故の記録は残していたが、本市に事

故報告書を提出していなかった。 

・ヒヤリハットの記録が全くなかった。 

・同じような事故やヒヤリハットが多発

していたが、再発防止策が講じられてい 

なかった。 

・ヒヤリハットや事故については、従業員

間で情報共有を行うとともに原因分析を

行い、再発防止策を講じること。 

・ヒヤリハット事例は、事業所で記録する

とともに事故報告の要件に該当する場合 

は、本市介護事業指導課に報告すること。 

３ 

・研修を実施していない。または、実施

していたがその記録がない 

・研修に参加できなかった職員へ資料等

を渡し、説明等をしていなかった。又は

その記録がない 

定期的な研修を開催した際には、その内

容、出席者等を記録し、参加できなかった

者には資料を渡したりしたことについても

記録すること。 

４ 

 

・従業員の勤務実績や提供した具体的な

サービスの内容等の記録が確認できなか

った。 

・勤務の体制に係る記録及び提供した具体

的なサービスの内容等の記録を整備し、完

結の日から５年間保存すること。 

※介護サービスの提供に関する記録には 

２年間の保存のものもあります。 

５ 

・サービス提供の記録の開始・終了時間

が、介護サービス計画に位置付けられた 

標準的な時間が記載されていた。 

・開始・終了時間は、計画上の提供時間を

記載するのではなく、実際の時間を記載す 

ること。 

６ 

【サービス事業所】 

居宅介護支援事業者から最新のケアプラ

ンの交付を受けていなかった。 

・ケアプランが新規作成・更新された場合、 

速やかに交付を受け、ケアプランの内容に

沿って介護サービス計画を更新すること。 

（居宅介護支援） 

 状況      改善指示内容 

１ 

 

・利用開始時に「利用者は複数の事業者

等を紹介するよう求めることができるこ

と」等を利用者に説明していなかった。 

・利用者は「複数のサービス事業所の紹介を

求めることができること」及び「事業所の

選定理由の説明を求めることができるこ

と」をあらかじめ説明し、文書により同意

を得ること。 

※運営基準減算に該当します 

２ 

・前6か月に作成したケアプランにおける、

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護

福祉用具貸与の各サービスの利用割合と各

サービスごとの、同一事業者のよって提供

された者の割合について、説明していなか

った。 

運営の手引きP8【国Q&A】（令和3年度介護報

酬改定に関するQ&A（vol.3）(問111)を参考

に説明すること 

※運営基準減算に該当します 
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３ 

・特段の事情なく利用者の居宅を訪問し

ていなかった。 

・モニタリング結果の記録をしていなか

った。 

・月１回以上利用者の居宅を訪問し、モニ

タリングの結果を記録すること。 

・特段の事情がある場合、その具体的な内

容を記録すること。 

※運営基準減算に該当します 

４ 

・継続して福祉用具貸与を位置付ける場合

に、福祉用具貸与の必要性を検討していな

かった。 

・サービス担当者会議等で福祉用具貸与の 

継続の必要性について検討し、記録に残す

こと。 

５ 
・認定更新時にアセスメントを実施しなか

った。 

・区分変更がなくても認定更新時にアセス

メントを実施すること。 

６ 

・医療系サービスを位置付けた場合に、

主治医等に居宅サービスを交付していな 

かった。 

・利用者の同意を得た上で主治医等の意見

を求め、居宅サービス計画を交付するこ 

と。 

７ 
認定区分の変更や期間更新時に暫定プラ

ンを作成していなかった。 

暫定プランを作成し正しい手順でケアマネ

ージメントを行うこと。 

８ 

運営規程 重要事項説明書 

・「法定代理受領払いの場合は利用者の

負担はない」旨の記載がない 

・償還払いの際に「全額」払い戻しする

と記載していた。 

・指定居宅介護支援の提供方法の説明で

「相談場所」「原案を作成する旨」「分析

の方法」等の記載がないまたは、記載内容

が実際と相違がある 

・利用者負担は「法定代理受領払いの場合

は利用者の負担はない」と記載すること 

・償還払いの際の払い戻しは、現在は保険

料等差し引いた上での払い戻しなので「全

額」と記載しないこと 

・サービスの提供方法は正しい手順を記載

し、「分析の方法」は実際に使用している

方法を記載すること。 

９ 
・サービス開始月にモニタリングを実施

していない 

・サービス開始月にもモニタリングを実施

すること。 

 （介護予防支援） 

 状況      改善指示内容 

１ 

・特段の事情なく利用者の居宅を訪問し

ていなかった。 

・モニタリング結果の記録をしていなか

った。（業務委託含む） 

・３か月１回以上訪問、又は月に１回以上

は利用者の居宅を訪問し、月１回以上モニ

タリングの結果を記録すること。 

・特段の事情がある場合、その具体的な内

容を記録すること。 

※全く業務が行われていない、報酬返還に

なる場合があります。 

（訪問系サービス） 

 状況      改善指示内容 

１ 

・サービス計画を作成していないままサ

ービス提供をしていた利用者がいた。 

・具体的なサービスの内容等を記載した 

サービス計画を作成し、当該計画に基づき

サービス提供を行うこと。 

２ 
・居宅サービス計画の内容とサービス計 

画の内容に齟齬があった。 

・居宅サービス計画に沿ったサービス計画 

を作成すること。 
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３ 

・初回時及び利用者状態変化等の訪問介

護計画作成に際して、アセスメントを行

っておらず、居宅介護支援事業所のアセ

スメントシートを使用していた。 

・訪問介護を提供するに当たって事業所で

アセスメントを実施・記録すること。 

（通所系サービス） 

 状況      改善指示内容 

 

１ 

 

・避難訓練が実施されていなかった。 
・定期的に避難訓練を実施すること。 

※実施後は、実施状況を記録し、訓練の振

り返りや課題の整理を行ってください。 

２ 
「風水害に対処する計画」を作成してい

なかった。 

・「風水害に対処する計画」を作成し職員

に周知すること 

３ 

重要事項説明書 運営規程 

・複数単位運営しているが、「従業者の

職種、員数」、「営業日、営業時間、サ

ービス提供時間」及び「利用定員」を単

位ごとに分けて記載していなかった。 

・複数単位を運営する事業所は単位ごとに

記載する項目は分けること 

４ 

・「クラブ活動や行事等にかかる費用」

は、一律に徴取するものではないことを

説明していなかった。 

・利用者の趣向で参加する活動に掛かる費

用は一律に徴取しないこと。また、プログ

ラムの一環として利用者全員が参加する機

能訓練で使用する材料費は徴収できない。 

５ 

利用料等の受領 

・入浴で使用するタオル類を利用者に一

律持参を求めていた。 

・水分補給として提供する「緑茶、ほう

じ茶、麦茶」等を有料としていた。 

・無料の水分補給を提供せず、スポーツ

ドリンク等を全員に販売していた。 

・入浴で使用するタオルは事業所で用意す

ること。一律持参はみとめられない。 

・水分補給に供する「水、お茶」等は利用

者の希望で提供する嗜好品と分け、無料で

提供すること。 

６ ・「送迎記録」を作成していなかった。 ・送迎の記録は車両ごとに作成すること 

（福祉用具貸与・特定福祉用具販売） 

 状況      改善指示内容 

１ 

・福祉用具貸与と特定福祉用具販売を提

供した利用者の計画を一体的なものとし 

て作成していなかった。 

・福祉用具貸与の利用者が特定福祉用具販

売も利用している場合は、サービス計画を 

一体的なものとして作成すること。 

２ 

 

・福祉用具の消毒を行う委託先の業者の

業務範囲を確認できなかった。 

・消毒・保管等の業務を他の事業者に行わ

せる場合は、業務の範囲等をあらかじめ取

り決め、適切に行われているか定期的に確 

認すること。 

３ 

計画書 

・「計画作成者」及び「説明者」の記載が

ない 

・「全国平均貸与価格等の説明」、「複数

の福祉用具の提示」の説明について記録が

なかった。 

・「計画作成者」｢説明者」を記載するこ

と 

・「全国平均貸与価格等の説明」、「複数

の福祉用具の提示」を説明した際に記録す

ること 
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４ 

・モニタリングを実施していない。また

は、実施はあるが、福祉用具の品目ごとに

「利用目標」及び「目標達成状況」の記載

がなかった。 

モニタリングを実施し、品目ごとに内容を

記載すること。 

４ 介護報酬等 

（各サービス共通） 

 状況      改善指示内容 

１ 

 

【同一建物減算】※一部サービス除く 

・事業所と同一建物に居住する利用者に

ついて同一建物減算を適用していなかっ

た。 

・減算の算定要件を確認し、適切に算定す

ること。既請求分は全利用者について遡っ

て減算の適否を確認し報酬差額を返還す

ること。 

※建物の種別は問いません。 

２ 

【処遇改善（特定）加算】 

※一部サービス除く 

・処遇改善計画内容を従業員に申請時に

職員に周知していなかった。 

・事務員や看護師等の介護職員以外の賃 

金改善に充当されていた。(処遇改善加算) 

・申請時に計画の内容を職員に周知するこ

と。 

・処遇改善加算は算定要件を確認し、加算

受給額を上回る内容で 介護職員の賃金改善

を行うこと。 

（居宅介護支援） 

 状況      改善指示内容 

１ 

【退院・退所加算】 

・「カンファレンス有」の単位を算定して

いたが、カンファレンス参加者の要件を

満たしていなかった。 

 

・カンファレンス参加者の要件を確認し、

満たしていない場合は返還すること。 

２ 

【入院時情報連携加算】 

・当該加算を算定していたが、定められ 

た日数以内に病院への情報提供が行われ

ていなかった。 

・FAX等で連携した際に到着確認をして

なかった。又はその記録がなかった。 

・(I)は３日以内、(Ⅱ)は４日以上７日以

内に必要な情報を提供した場合に算定す

ること。 

※提供日は「１日目」と数えます。 

・FAX等で連携した際には到着確認しその

旨記録すること。 

３ 

【特定事業所集中減算】 

・居宅サービス計画に位置付けた同一の

事業者の割合を全く確認していなかった 

・同一の事業者の割合が 80%を超えている

にも関わらず、報告書を期限内に提出し

ていなかった。 

・年２回（９・３月）必ず居宅サービス計

画に位置付けた同一事業者の割合を確認

すること。 

・確認の結果 80%を超えた場合は、報告書

を作成し期限内に提出すること。 

※期限内に提出がない場合、正当な理由が 

あっても減算が適用されます。 

（訪問系サービス） 

 状況  改善指示内容 

 

 

１ 

【訪問介護】 

・利用者又はその家族等の同意がなく２ 

人の訪問介護員による提供を行ってい 

た。 

２人の訪問介護員による提供は、利用者又

はその家族等の同意を得て行うこと。ま

た、２人での提供が必要と判断した理由を 

訪問介護計画書等に記録すること。 
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２ 
【訪問介護・特定事業所加算】 

・一部の訪問介護員の健康診断が行われ

ていなかった。 

・全ての訪問介護員に対し、少なくとも１ 

年以内ごとに健康診断を事業主の負担に 

より実施すること。 

３ 

【訪問介護・初回加算】 

・サービス提供責任者が同行していなか

った、又は同行していることが記録から

確認できなかった。 

サービス提供責任者が同行し、その状況を

記録すること。 

４ 

【訪問介護・緊急時訪問加算】 

・介護支援専門員と連携して対応した状

況が記録されていなかった。 

介護支援専門員との連携・承認、利用者等

からの要請時刻・内容、訪問介護の提供時

刻等を記録し、訪問介護計画は必要な修正 

を行うこと。 

５ 

【訪問入浴・サービス提供体制加算】 

算定要件の従業者総数の内の勤続年数の

割合を管理者が把握していなかった 

・算定要件を把握して適切に算定すること 

（通所系サービス） 

 状況      改善指示内容 

１ 

【通所介護】 

・サービス計画に位置付けのないまま、

単に気分転換を目的として屋外でサービ

ス提供を行っていた。 

・あらかじめサービス計画に位置付けた上

で、効果的な機能訓練等のサービスが提供

できる場合にのみ屋外でのサービスを提

供すること。 

２ 

【通所介護】 

・サービス提供中に理美容サービスの提

供を受けていた。 

・事業所内でのサービス提供中に、理美容

サービスを提供しないこと。 

※通所介護は施設や居住系事業所ではな

いため、原則として、サービス提供中に理 

美容サービスなどの提供はできません。 

３ 

【通所介護・認知症加算】 

・「厚生労働大臣が定める利用者」に適合 

するか確認せず、利用者全員に対し算定

していた。 

・医師の判定結果又は主治医意見書等によ

り「日常生活自立度」を確認し、適合する

利用者のみ算定すること。 

※ランクⅢ、Ⅳ又はＭ 

４ 

【通所介護・個別機能訓練加算】 

・個別機能訓練計画を多職種共同により

作成していることが確認できなかった。 

・個別機能訓練計画の作成の利用者の居

宅への訪問が、半年に１度となっていた。 

 

 

・特定の曜日のみ専従の機能訓練指導員を

配置して加算を算定していた。 

・機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生

活相談員等が共同し利用者ごとに当該計画を

作成すること。 

・３か月ごとに１回以上、機能訓練指導員等が

利用者の居宅を訪問し、生活状況を確認した

上で、利用者またはその家族に訓練の進捗状

況等を説明し記録すること。 

・特定の曜日のみに専従の機能訓練指導員を配

して加算を算定することが可能だが、あらかじ

め利用者にその旨説明をしておくこと。 

５ 

【通所介護・口腔機能向上加算】 

・評価の結果を介護支援専門員、主治

医、歯科医に情報提供していなかった。 

・利用者の口腔機能の状態に応じて、おお

むね３月ごとに口腔機能の状態の評価を 

行い、その結果を介護支援専門員、主治医、 

主治の歯科医に対し情報提供すること。 
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※各種加算について 

加算の算定要件を必ずご確認の上、適切に算定してください。 

なお、要件を満たさずに算定していた加算については速やかに返還をしてください。 

また、算定要件を満たせなくなった加算については、速やかに取り下げを届け出てく 

ださい。 
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18 処分事例について 

 
 介護保険事業者は、人員基準や設備基準、運営基準を遵守することを前提に事業への参

入が認められています。 

従って、基準違反に対しては厳正に対処すべきとされており、基準違反に対する改善勧

告に従わなかった場合等には、行政処分（指定・開設許可の取消や一部効力の停止等）を

受け、介護保険サービスの提供を継続できなくなります。 

 

１ 処分の事由と指定取り消しの効果  

(１) 処分の事由 

   介護保険法（第77条）に定める次の事由に該当する場合には、指定を取り消し、又は

期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することがあります。 

① 法人又は法人の役員等が禁錮以上の刑、介護保険法その他国民の保健医療若しくは

福祉に関する法律の罰金刑、又は労働に関する法律による罰金刑に処せられたとき 

② 指定を行うに当たって付された条件に違反したとき。 

③ 従業者の知識、技能、人員が、条例で定める基準を満たさないとき。 

④ 条例で定める設備・運営基準に従った事業運営をすることができないとき。 

⑤ 要介護者等のため忠実に職務を遂行する義務に違反したと認められるとき。 

  ⑥ 地域密着型介護サービス費の請求に関し不正があったとき。 

⑦ 市長等からの報告、書類の提出や提示の命令に従わず、又は虚偽報告をしたとき。 

⑧ 事業者や事業所の従業者が、市町村長等からの出頭要求に応ぜず、質問に対する答

弁を拒否、虚偽答弁をし、又は検査の拒否、妨害、忌避をしたとき。 

  ⑨ 不正の手段により指定を受けたとき。 

⑩ 介護保険法その他福祉等の法律やこれらに基づく命令・処分に違反したとき。 

  ⑪ 居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 

⑫ 役員等に、５年以内に居宅サービス等に関し不正・不当な行為をした者がいるとき。 

 

(２) 指定取消しの効果 

事業所の指定が取り消されたときは、当該事業所の事業が継続できなくなるだけでな

く、以下のような介護保険法上の制限がかかります。 

ア 新規指定の制限：指定取消処分を受けたことは「事業所指定の欠格事由」に該当

します。取消処分を受けた法人は、取消しの日から起算し５年間は新たに指定を受

けることができません 

イ 指定更新の制限：事業所指定の欠格事由は「指定の更新にも準用」されます。取

消処分を受けた法人が複数の介護サービス事業所を経営している場合、取消しの日

から起算し、５年間は傘下の介護サービス事業所について指定更新を受けることが

できません。 
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《指定の欠格事由：処分を受けた事業所の役員の場合》 

・指定取消処分を受けた事業所を運営する法人に所属する役員（施設長含む）が「他

の法人の役員等を兼務している」場合は、兼務先の法人も同様の制限を受けること

になります。また「他の法人の役員等に新たに就任した」場合も同様です。 

・例えば「新たに介護サービスの事業所を開設しようとする法人」で「その役員の中

に、過去５年以内に指定取消処分を受けた事業者の役員が含まれている」場合、指

定を受けることはできません。 

・また、「現に介護サービス事業所を運営する法人」で「その役員の中に、過去５年

以内に指定取消処分を受けた事業者の役員が含まれている」場合、当該法人は指定

更新を受けられず、事業の存続ができなくなります。 

 

２ 横浜市の処分事例  

指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所の指定の効力の一部停止（令和元年度） 

ア 運営基準違反 

 介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画

を作成しなければならないにもかかわらず、作成していなかった。 

イ 不正請求 

    認知症加算の算定要件である自立度を確認する主治医意見書等がないにもかかわら

ず加算を算定し、本来得ることができない介護報酬を得た。また、総合マネジメント

体制強化加算の算定要件である、多職種共同による計画の見直しが行われていないに

もかかわらず加算を算定し、本来得ることができない介護報酬を得た。 

 

注意 
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19 運営に係る質問等について 

 
１ 概要 

 健康福祉局介護事業指導課では、日々、介護保険事業所のみなさまからの質問をお受け

しておりますが、電話による質問が多数となり、その場で対応することが困難な状況にな

っております。 
  そこで今後、介護事業指導課へお寄せいただく質問については、原則としてＦＡＸもし

くは電子メールでお受けすることとしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 
 

また、日々多くの質問をお受けしている関係上、回答までにお時間を要しています。ま

ずは、運営の手引きや介護保険事業者向け Q&A 集等の各種資料でご確認いただきますよ

うお願いいたします。 
その上で、ご質問をいただく場合は、ご確認いただいた各種資料の該当箇所を明記した

上で、ＦＡＸもしくは電子メールでお問い合わせください。ご理解、ご協力のほどよろし

くお願いいたします。 
ＦＡＸもしくは電子メールのあて先は以下のとおりです。 

 
２ 問い合わせ先 

横浜市健康福祉局 介護事業指導課 

Email：kf-jigyosha@city.yokohama.jp 

FAX ：045-550-3615 

 

 

 
 
 

【参考】介護保険事業者向けＱ＆Ａ 
www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/hoken/unei/kaigo.files/

QA12_20220708.pdf 
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20 介護保険に関する横浜市等の苦情･相談窓口一覧 

令和５年１月現在 

横浜市・区 担 当 課 電話番号 

横浜市(本庁) 

介護事業指導課 

(居宅サービス・地域密着型サービス) 
０４５(６７１)２３５６ 

高 齢 施 設 課 

（施設サービス） 
０４５(６７１)３９２３ 

鶴 見 区 高齢・障害支援課 ０４５(５１０)１７７０ 

神奈川区 高齢・障害支援課 ０４５(４１１)７０１９ 

西    区 高齢・障害支援課 ０４５(３２０)８４９１ 

中    区 高齢・障害支援課 ０４５(２２４)８１６３ 

南    区 高齢・障害支援課 ０４５(３４１)１１３８ 

港 南 区 高齢・障害支援課 ０４５(８４７)８４９５ 

保土ケ谷区 高齢・障害支援課 ０４５(３３４)６３９４ 

旭    区 高齢・障害支援課 ０４５(９５４)６０６１ 

磯 子 区 高齢・障害支援課 ０４５(７５０)２４９４ 

金 沢 区 高齢・障害支援課 ０４５(７８８)７８６８ 

港 北 区 高齢・障害支援課 ０４５(５４０)２３２５ 

緑    区 高齢・障害支援課 ０４５(９３０)２３１５ 

青 葉 区 高齢・障害支援課 ０４５(９７８)２４７９ 

都 筑 区 高齢・障害支援課 ０４５(９４８)２３１３ 

戸 塚 区 高齢・障害支援課 ０４５(８６６)８４５２ 

栄    区 高齢・障害支援課 ０４５(８９４)８５４７ 

泉    区 高齢・障害支援課 ０４５(８００)２４３６ 

瀬 谷 区 高齢・障害支援課 ０４５(３６７)５７１４ 

 

神奈川県国民健康保険団体連合会・介護保険課介護苦情相談係 

 〒２２０－０００３ 横浜市西区楠町２７番１ 
   TEL．０４５－３２９－３４４７  
 ・受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分（土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始を除く） 

  
 
 
 

 

◆ 重要事項説明書等には、事業所の苦情対応窓口だけでなく、上記の本市窓口・サー

ビス提供地域の区役所窓口・国保連の苦情相談窓口を必ず記載してください。 

◆ 利用者等が横浜市外に居住の場合は、利用者が居住する他市町村が「利用者等の保

険者」として相談窓口になりますので、その市町村も記載してください。 
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21 労働基準関係法令について 

 

労働基準監督署が行う調査において、介護事業場で見受けられる労働基準関係法令上の問題は以下

のとおりです。皆様の事業場においても御確認の上、同様の問題があれば自主的な改善をお願いしま

す。 

また、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等は刑事罰の規定がある法律です。例えば、労働

基準法第37条に定める割増賃金を支払わず送検された場合、支払義務者及び法人は、6か月以下の懲

役又は30万円以下の罰金刑となる可能性がありますので、日頃から適正な労務管理をお願いします。 

 

１ 労働基準法関係  

（１）時間外労働・休日労働に関する協定（以下「36 協定」と言います。）を締結・届出せずに、時

間外労働又は休日労働を行わせている。 

⇒事業場ごとに過半数労働組合がある場合は当該過半数労働組合、過半労働数組合がない場

合は労働者の過半数代表者と 36 協定を締結し、有効期間の開始前に管轄の労働基準監督署

へ届け出てください。ただし、労働基準法上の管理監督者は過半数代表者にはなれません。

また、過半数代表者の選出にあたっては、締結の都度、パートやアルバイトなどを含めた

全労働者が参加した民主的な手続き（投票、挙手、話し合い等）をとる必要があります。

使用者が特定の労働者を指名する場合や、社員親睦会の幹事を自動的に過半数代表者に選

任しても有効な36協定にはなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）36協定で定めた上限を超えて時間外労働又は休日労働を行わせている。 

⇒36 協定で定めた上限時間を超えた場合も、違法となりますので、上限時間を厳守してくだ

さい。そのため、日々の労働時間について客観的な記録方法により適正な把握を行うとと

もに、過重労働による脳・心臓疾患、精神疾患等の健康障害防止を図るため、時間外・休

日労働時間の削減が求められます。 

（３）時間外、休日、深夜の割増賃金が不足している。 

⇒労働基準法により、割増賃金を計算する際の時間単価の算出方法及び割増率（時間外は

1.25倍（大企業は月 60時間超から 1.50倍）、法定休日は 1.35倍、深夜は 0.25倍）が定

められていますので、これを下回ることがないように支払う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

！36協定で締結する時間外労働の上限時間が定められました！ 

◎ 原則 月45時間 年間360時間 

◎ 例外（年間6月まで）月100時間未満（休日労働含む、複数月平均80時間）年720時間） 

大企業については 2019 年 4 月 1 日から、中小企業（介護事業の場合：資本金 5,000 万円以下

または常時使用する労働者数（企業単位）100人以下）についても 2020年 4月 1日から適用され

ています。2021年４月１日から様式が変わりましたのでご確認ください。 

！月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の中小企業への適用猶予がなくなりました！ 

◎ 適用開始時期 2023年4月1日 

◎ 対象時間外労働時間 月60時間を超える時間外労働 

◎ 割増賃金率 50％ 
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（４）労働条件通知書を交付していない又は交付はしているが項目が不足している。 

⇒新たに労働者を雇い入れるときは、労働者に対して労働条件通知書の交付が義務付けされ

ています。モデル様式は厚生労働省のホームページからダウンロードしてお使いください。 

（５）常時 10 人以上の労働者（ひとつの事業所）を使用しているにもかかわらず、就業規則を作成

して労働基準監督署に届け出ていない、又は内容を変更したにもかかわらず届け出ていない。 

⇒就業規則は職場の基本的ルールですので、実態に合った内容で作成しましょう。また、労

働基準関係法令を下回る部分は、届け出しても無効となることに御注意ください。 

（６）36 協定や就業規則その他労使協定を常時各作業場の見やすい場所に掲示する等の方法で周知し

ていない。 

⇒「就業規則を見せてもらえない」という相談が寄せられています。確実な周知を行ってく

ださい。 

（７）賃金台帳の記載に不備がある。 例）各月ごとに実労働時間数を記入していない。 

⇒時間外、休日、深夜の各時間を区別して記載する必要があります。 

（８）移動時間に対する賃金を支払っていない。 

⇒訪問介護員などの場合、業務に必要な移動時間（通勤時間は含みません）は労働時間とな

り、介護業務そのものでなくても最低賃金額以上の賃金の支払いが必要です。 

（９）年次有給休暇を取得させない。 

⇒「年次有給休暇がない」「年次有給休暇を取得させてくれない」という相談が寄せられて

います。年次有給休暇は、正社員・パート・アルバイト等にかかわらず、雇い入れ後6か月

継続勤務し所定労働日の8割以上出勤した全労働者に対し付与されます。労働者から有給休

暇の取得申請があった場合、時季変更権を行使する場合を除き拒否することはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※労働基準法関係の様式は以下のサイトをご覧ください。 

 『https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijyun/roudoujouken01/index.html』 

 

２ 最低賃金法関係  

（１）時給が最低賃金額を下回っている。 

⇒神奈川県最低賃金額（R4.10.1 改定、時間額 1,071 円）以上の賃金を支払う必要があります。

毎年10月が改定時期ですので御留意ください。 

 

３ 労働安全衛生法関係  

（１）健康診断を行っていない又は健康診断結果個人票を保存していない。 

⇒雇入時及び 1年に 1回（22時～翌 5時の深夜従事者は 6か月に 1回）、定期的に一般健康

診断を行わなければなりません。健康診断結果個人票も直近 5 年間は事業者が保存する義

務があります。 

！年次有給休暇の取得が義務化されました！ 

◎ 対象 年10日以上の年次有給休暇を付与される労働者 

◎ 取得義務日数 5日 

◎ 年次有給休暇管理簿の作成、3年間の保存義務 

2019年4月1日から全ての企業において適用されています。 

また、年次有給休暇の時季指定を実施する場合、対象労働者の範囲や時季指定の方法等につい

て就業規則に定める必要があります。 
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（２）衛生推進者を選任していない。 

⇒常時 10 人～49 人の労働者を使用する事業場では、労働衛生活動の中心となる衛生推進者

を選任し、労働者の健康確保のための職務を行わせなければなりません。 

なお、50 人以上の事業場は衛生管理者、産業医の選任、衛生委員会の設置と開催が必要で

す。 

 

４ 職場での腰痛を予防しましょう  

業務上の腰痛（災害性腰痛及び非災害性腰痛）は、新型コロナウイルス感染症を除くと令和3年

の休業4日以上の職業性疾病の２割近くを占め（5,616/8,739件、厚生労働省「業務上疾病発生状

況」）、社会福祉施設を含む保健衛生業においては８割近くを占め（2,066/2,514件）て最も多く

なっています。 

厚生労働省では「職場における腰痛予防対策指針」を策定し、重量物を取り扱う事業場などへの

啓発・指導を行ってきましたが、平成25年6月に、適用範囲を福祉・医療分野における介護・看護

作業全般に広げるなど改訂を行いました。指針の主なポイントは以下のとおりです。 

（１）労働衛生管理体制 

   ①作 業 管 理・・・作業方法、作業手順、体制など 

   ②作業環境管理・・・照明、床面、作業スペースなど 

   ③健 康 管 理・・・腰痛健診、腰痛予防体操など  

   ④労働衛生教育・・・腰痛予防のための教育・指導  

＊動画～転倒・腰痛予防「いきいき健康体操！」～／ＱＲコードはこちらです↑ 

（２）リスクアセスメント 

    リスクアセスメントは、作業内容に応じて腰痛の発生につながる要因を見つけ出し、想定さ

れる腰部への負荷の程度、作業頻度などからその作業のリスクの大きさを評価し、リスクの

大きなものから対策を検討して実施する手法です。 

（３）労働安全衛生マネジメントシステム 

    リスクアセスメントの結果を基に、腰痛等の予防対策の推進についての「計画（Plan）」を

立て、それを「実施（Do）」し、実施結果を「評価（Check）」、「見直し・改善（Act）」す

るという一連のサイクル（PDCAサイクル）により、継続的・体系的に取り組むことができます。 

 

５ ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト  

 業務上の転倒による休業 4日以上の労働災害は年々増加傾向にあります。令和4年の全国の全業

種の事故の型別で最も多くを占めており（26.7％）、社会福祉施設においては「動作の反動・無

理な動作」に次いで転倒災害が多く、34.2％を占めています（厚生労働省「労働災害発生状

況」）。 

転倒災害防止のため、作業通路の段差、突起物の解消など設備的な改善を行うとともに、床面

の水濡れの解消など4Ｓ活動(整理、整頓、清掃、清潔)を徹底しましょう。神奈川労働局安全課の

ホームページで『ころばNICEかながわ体操』の動画を参考に予防体操も試してみてください。 

 

６ 働く人に安全で安心な店舗・施設づくり推進運動  

  厚生労働省と中央労働災害防止協会では、社会福祉施設等第三次産業において増加している労働

災害の減少を図るための運動を展開しています。詳しくは以下のサイトをご覧ください。

『http://anzeninfo.mhlw.go.jp/information/sanjisangyo.html』 
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１ 出火原因と出火防止対策について 

(1) 主な出火原因（令和４年１月１日から令和４年12月31日まで） 

ア 全国の火災（速報値） 

令和４年中の全国の火災件数は36,375件で、そのうち建物火災は20,185件でした。建物火災

20,185件中の出火原因を件数順にみると、「こんろ」2,716件（13.5％）、「たばこ」1,843件

（9.1％）、「放火（疑いを含む）」1,561件（7.7％）、「電気機器」1,498件（7.4％）、「配線器具」

1,290件（6.4％）、「ストーブ」1,087件（5.4％）、「電灯・電話等の配線」978件（4.8％）となって

います。 

イ 横浜市内の火災（速報値） 

令和４年中の横浜市内の火災件数は639件で、そのうち建物火災は416件でした。建物火災416件

中の出火原因を件数順にみると、「こんろ」68件(16.3％）、「電気機器」56件(13.5％）、「たばこ」

53件(12.7％）、「放火（疑いを含む）」34件(8.2％）、「配線器具」32件(7.7％）となっています。 

(2) 出火防止対策 

ア こんろ火災 

こんろにかけた天ぷら鍋を放置し、火災になるケースが増えています。こんろ火災を予防するた

めに、次のことに注意してください。 

(ｱ) 電話や来客などで少しの間でもこんろから離れる際は、必ず火を消すようにしましょう。 

(ｲ) こんろの周囲は常に整理整頓し、燃えやすいものを置かないようにしましょう。また、こんろ

及びその周囲を定期的に清掃しましょう。 

(ｳ) こんろやゴム管などは、定期的に点検しましょう。 

(ｴ) 使用しないときは、必ずガスの元栓を閉めるようにしましょう。 

(ｵ) ガステーブルの奥の物を取ろうとして、ガスこんろの上に手を伸ばした際、火が着衣の袖に着

火する事例もあるので注意しましょう。 

(ｶ) Siセンサーコンロ※（安全装置付きコンロ）の使用を検討しましょう。 

※ 油の温度を感知し鍋底の温度が250℃になると自動的に消火して、油の発火を防ぐ『調理油

過熱防止装置』のほか、『立ち消え安全装置』、『消し忘れ消火機能』などの機能があります。 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 防火安全対策と消防法令等について 

短い時間でも離れるときは、スイッチ OFF こんろ周りに燃えやすい物を置かない 
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イ 放火火災 

放火（疑いを含む。）火災は、日が沈む夕方から人が睡眠する深夜にかけて多く発生するという

特徴があります。 

(ｱ) 放火を防ぐために、家の周りに燃えやすいものを置かない等の「放火されない、放火させない

環境づくり」に努めることが大切です。 

(ｲ) ゴミは決められた日の朝決められた場所に出すようにしましょう。 

     
 

ウ たばこ火災 

何気なく吸っているたばこの温度は約700℃あります。ちょっとした不注意が火災につながりま

す。 

(ｱ) 寝たばこは、絶対にやめましょう。 

(ｲ) 灰皿の中には水を入れておき、吸い終わったら、火を完全に消すようにしましょう。また、周

りには燃えやすい物を置かないようにしましょう。 

(ｳ) 灰皿にたまった吸い殻はこまめに捨ててください。また吸い殻を捨てるときは、火が完全に消

えているのを確認してから捨てましょう。 

エ 電気機器等の火災 

電気機器・配線器具等に起因する火災が増えています。 

(ｱ) コンセントやプラグからの出火 

コンセントやプラグにたまるほこりや湿気により出火すること（トラッキング現象）がありま

す。コンセントやプラグはいつもきれいにしておきましょう。 

(ｲ) たこ足配線による出火 

テーブルタップは、許容電流が決められており、これを超えて使用すると熱をもち、火災が発

生することがあります。たこ足配線は止めましょう。 

(ｳ) 電気コードからの出火 

コードが家具などの下敷きになっていたり、押しつけなどにより傷ついたまま使用していたり

すると、発熱し火災につながるおそれがあります。電気コードは、上に重い物を置いたり、無理

に曲げたりしないようにしましょう。 

(ｴ) リチウムイオンバッテリーからの出火 

強い衝撃や圧力を加えたり、高温の環境に放置したりすると、発熱し火災につながるおそれが

あります。詳しくは、横浜市のウェブサイトから「電気火災」（トップページ＞暮らし・総合＞

防災・救急・防犯＞消防＞生活安心情報＞火災を防ぐには＞電気火災）を御確認ください。 
（https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/shobo/seikatsu/fusegu/dennkikasai.html） 

 

建物の周りに燃えやすい物を置かない 
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オ ストーブ火災 

ストーブを原因とする火災は、12月から３月までの間にかけて増加する傾向にあります。また、

電気ストーブからの出火も多くなっています。 

(ｱ) ふとん・座ぶとん・寝具類等への着火 

ストーブをつけたまま寝てしまい、寝返りを打った際に掛けぶとんがストーブに触れて出火し

てしまった事例があります。寝るときやその場を離れるときは、必ずストーブを消しましょう。 

(ｲ) 衣類への着火 

ストーブの上方に洗濯物を干し、洗濯物がストーブ上に落下し出火したり、ストーブ近くに燃

えやすい物があり、加熱されて出火してしまったりする事例があります。 

ストーブの上方や近くに洗濯物を干すことは危険です。また、ストーブの周りは常に整理整頓

しておきましょう。 

(ｳ) 給油に起因する出火 

ストーブを点けたまま、給油タンクに給油し、蓋の閉まりが不完全だったため、蓋がはずれ灯

油が燃焼筒にかかり出火したり、石油ストーブに誤ってガソリンを給油して、出火してしまった

りする事例があります。 

給油時は、必ずストーブを消火し、給油後は蓋がしっかりと閉まっていることを確認しましょ

う。また、給油の際は、燃料の入れ間違いに注意してください。 

(ｴ) スプレー缶からの出火 

ストーブ近くに置かれたスプレー缶が熱せられ破裂したり、ストーブ近くでスプレー缶を噴射

したことにより、ストーブから火が上がり、周囲にあった物に着火したりする火災が発生してい

ます。 

ストーブの近くに、スプレー缶を置くことは絶対にやめましょう。また、ストーブを使用して

いるときは、スプレー缶を使用しないようにしましょう。 

           
 

２ 社会福祉施設等に必要となる消防用設備等と防火管理者等について 

(1) 用途区分について 

消防法令等では、防火対象物（建築物）を用途ごとに区分し、構造や規模等に応じて、消火器や自

動火災報知設備などの消防用設備等の設置を義務付けています。 

用途区分は、消防法施行令別表第１（以下「令別表第１」という。）に定められています。高齢者

施設や障害者施設等は令別表第１(６)項ロ又は(６)項ハのいずれかに分類されます。（訪問介護を行

う方の拠点となる事務所のみの場合は、一般的に令別表第１(15)項（その他の事業所）に分類されま

す。） 

トラッキング現象 電気コード短絡 たこ足配線 

ストーブ上部に洗濯物を干さない ストーブの周りに可燃物を置かない 
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(2) 令別表第１（抜粋）と必要な消防用設備等の一部 

次の表はあくまで一部ですので、これ以外の消防用設備等の設置が必要な場合があります。また、

様々な用途が混在する防火対象物（建築物）では、全体に消防用設備等が必要となる場合があります。 

一般住宅（戸建て住宅）は、令別表第１に掲げる防火対象物（建築物）に該当しませんが、一般住

宅（戸建て住宅）をデイサービスなどの高齢者施設に改装した場合には、令別表第１に掲げる防火対

象物に該当します。令別表第１(５)項ロに該当する共同住宅（マンション等を含む。）を、デイサー

ビスなどの高齢者施設に改装した場合にも、令別表第１(６)項ロ又はハに該当するため、新たに消防

用設備等が必要となる場合があります。（他の用途が混在する場合には、令別表第１(16)項の複合用

途防火対象物に該当する場合があります。） 

　表

区分 種類 要件 消火器
スプリンクラー
設備

自動火災報知
設備

火災通報装
置

老人短期入所施設、養護老人ホー
ム、特別養護老人ホーム、介護老人
保健施設、老人短期入所事業を行う
施設、認知症対応型老人共同生活援
助事業を行う施設
軽費老人ホーム、有料老人ホーム(※
１)

　避難が困難な要介護者を主として入居させるもの(※２)に限
る

小規模多機能型居宅介護事業を行う
施設

　避難が困難な要介護者を主として宿泊させるもの(※３)に限
る

その他これらに類するものとして総務
省令で定めるもの(※４)

①避難が困難な要介護者を主として入居させ、業として(※５)
入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練又は看護若しくは療
養上の管理その他の医療を提供する施設（(６)項イ（病院・診
療所等）を除く。）
②避難が困難な要介護者を主として宿泊させ、業として(※５)
入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練又は看護若しくは療
養上の管理その他の医療を提供する施設（(６)項イ（病院・診
療所等）を除く。）

老人デイサービスセンター、老人福祉
センター、老人介護支援センター、老
人デイサービス事業を行う施設
軽費老人ホーム、有料老人ホーム、
小規模多機能型居宅介護事業を行う
施設

(６)項ロ⑴を除く

その他これらに類するものとして総務
省令で定めるもの(※４)

　老人に対して、業として(※５)入浴、排せつ、食事等の介護、
機能訓練又は看護若しくは療養上の管理その他の医療を提
供する施設（(６)項イ（病院・診療所等）及び(６)項ロ(１)を除
く。）

(６)項ロ(１)

(６)項ハ(１）

すべて（一定の
構造であるもの
を除く）

すべて

令別表第１（抜粋）と設置が必要となる消防用設備等の一部

すべて（自
動火災報知
設備と連
動）

6000㎡以上
他

利用者を入居
又は宿泊させる
ものはすべて
（それ以外は
300㎡以上）

500㎡以上

すべて

150㎡
以上

 
※１ 有料老人ホーム 

サービス付高齢者向け住宅その他高齢者を住まわせることを目的としたマンション等についても、

有料老人ホームとして扱われることがあります。 

※２ 避難が困難な要介護者を主として入居させるもの 

避難が困難な要介護者（介護保険法第７条第１項に定める要介護状態区分が３以上の者）の割合

が施設全体の定員の半数以上など。 

※３ 避難が困難な要介護者を主として宿泊させるもの 

避難が困難な要介護者（介護保険法第７条第１項に定める要介護状態区分が３以上の者）の判断

の目安 

① 実態として複数の要介護者を随時若しくは継続的に施設に宿泊させるサービスを提供するなど、

宿泊サービスの提供が常態化していること。 

② 当該施設の宿泊サービスを利用する避難が困難な要介護者の割合が、当該施設の宿泊サービス

利用者全体の半数以上であること。 
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※２及び※３ 

入居又は宿泊の状況について利用者が比較的短期間に入れ替わる等の事情により用途が定まらな

い場合には、施設の定常的な状態として３か月程度以上の一定期間の実績により確認することがあ

ります。 

消防職員が検査で伺った際に利用者の要介護状態区分や利用日数等を質問させていただく場合が

ありますので、御協力をお願いします。 

※４ その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの 

想定される施設は、いわゆる「お泊りデイサービス」や「看護小規模多機能型居宅介護事業を行

う施設」です。 

※５ 業として 

報酬の有無にかかわらず、介護保険制度外の事業などの法定外の福祉サービスを自主事業として

提供するものを含みます。 

(3) 防火管理者の選任及び消防計画の作成について 

ア 防火管理講習（※１）修了者等の中から防火管理者を選任し、その旨の届出が必要となる施設は、

以下のとおりです。 

(ｱ) 令別表第１(６)項ロ又は(６)項ロに掲げる用途部分が存する防火対象物（建築物）の場合 

防火対象物（建築物）全体の収容人員（※２）が10人以上 

(ｲ) 令別表第１(６)項ハ又は(６)項ハに掲げる用途部分が存する防火対象物（建築物）の場合（上

記(ｱ)を除く。） 

防火対象物（建築物）全体の収容人員が30人以上 

イ 防火管理者の選任及び届出は、管理権原者ごとに必要となります。例えば、テナントビルの一部

で令別表第１(６)項ハに分類される事業を行っている場合、御自身の事業所の収容人員が９人であ

ったとしても、防火対象物（建築物）全体の収容人員が30人以上であれば、それぞれの管理権原者

ごとに防火管理者を選任し届出が必要となる場合があります。 

ウ 防火管理者の選任及び届出が必要となる場合は、併せて消防計画作成届出が必要となります。ま

た、防火管理者が変更となった場合にも、新たな防火管理者が作成した消防計画の届出が必要とな

ります。 

※１ 防火管理講習について 

詳しくは、横浜市のウェブサイトから「防火・防災管理・自衛消防業務講習のご案内」（トップ

ページ＞暮らし・総合＞防災・救急・防犯＞消防＞講習・試験のご案内＞防火・防災管理・自衛消

防業務講習のご案内）を御確認ください。 
（https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/shobo/koushu-shiken/kousyu/） 

 
※２ 収容人員（消防法施行規則第１条の３） 

算定方法は、用途区分ごとに違います。令別表第１(６)項ロ及びハについては、「従業者の数と、

老人、乳児、幼児、身体障害者、知的障害者その他の要保護者の数とを合算して算定する。」とな

っています。 

また、令別表第１(15)項（その他の事業所）については、「従業者の数と、主として従業者以外

の者の使用に供する部分の床面積を３平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。」とな

っています。 

 

皆様の施設や事業所がどの区分に該当するか、必要となる消防用設備等や防火管理者の選任の要否が

わからない場合は、管轄の消防署にお問い合わせください。 
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３ 火災予防に係る立入検査時に見受けられる不備事項について 

消防法第４条で、「消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、…消防職員…にあ

らゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入って…検査させ…質

問をさせることができる。…」と規定されています。消防職員が立入検査で皆様の事業所へお伺いする

ことがあるかと思います。その際は、建築物の状況のほか、防火管理者選任（解任）届出、消防計画作

成（変更）届出、消防用設備等点検結果（不備事項の改修状況を含む。）及び消防訓練その他の必要な

事項を確認させていただきますので、御協力をお願いします。 

立入検査時によく見受けられる不備事項は次のとおりです。皆様の事業所の状況を確認する際の参考

にしてください。 

(1) 防火管理者選任（解任）及び消防計画作成（変更）の未届 

２(3)に記載したとおりです。消防計画の内容に変更が生じた場合には、消防計画変更届出が必要

となります。 

防火管理者の責務は、消防計画に基づき、「消火、通報及び避難の訓練の実施」、「消防用設備等の

点検及び整備」、「火気の使用又は取扱いに関する監督」、「避難又は防火上必要な構造及び設備の維持

管理」、その他防火管理上必要な業務を行うこととされています。消防計画の作成例は、防火管理講

習テキスト又は横浜市のウェブサイトから「届出様式ダウンロード」（トップページ＞暮らし・総合

＞防災・救急・防犯＞消防＞届出様式ダウンロード）を御確認ください。 

（https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/shobo/download.html） 

 

(2) 消防訓練の未実施 

消防訓練には、消火・通報・避難の訓練があります。消防計画に基づき実施するとともに、消火及

び避難の訓練は、年２回以上実施し、その旨を実施前に消防署へ、施設名、日時、実施内容及び実施

人数などを知らせていただく必要があります。訓練の実施方法など詳しくは管轄の消防署にお問い合

わせください。 

また、「119番通報要領」、「非常放送設備放送要領」、「火災通報装置の概要」及び訓練の計画や通報

連絡、反省・振り返りに活用できる「消防訓練実施シート」を添付していますので参考にしてくださ

い。（資料①） 

「消防訓練実施シート」は、横浜市のウェブサイトから「消防訓練を実施していますか？」（トッ

プページ＞暮らし・総合＞防災・救急・防犯＞消防＞生活安心情報＞火災を防ぐには＞消防訓練を実

施していますか？ 訓練を事前に通報連絡していますか？）を御確認ください。 

この他、オンライン上の動画等で学べる「よこはま防災e-パーク」を活用した「オンライン消防訓

練」の実施も可能ですので、参考にしてください。（資料②） 

（https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-

bohan/shobo/seikatsu/fusegu/syouboukunren_sheet.html） 

 
なお、実際に119番通報を行う訓練及び火災通報装置を使用して119番通報を行う訓練は、消防職員

の立ち合いが必要となります。 
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※ 火災通報装置について、ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本が提供する固定電話サービスがＩＰ網へ

移行することに伴い、一部の火災通報装置において、今後、消防機関からの折り返しの連絡が正常

に受けられなくなる事象（以下「本事象」という。）が発生することが判明しています。（資料③） 

 本事象の発生により、施設関係者が消防機関からの折り返しの連絡に出ない場合には、火災と判

断し、複数の消防車等が出場することとなります。 

 消防局では、立入検査、消防訓練立会等の機会を捉えて、本事象の内容の周知、実態把握等を行

っています。 

(3) 避難上必要な施設等の維持管理 

廊下、階段、避難口、防火戸などは、避難上重要な施設です。避難の支障となる物件や、防火戸の

閉鎖障害となる物件を置かないようにしてください。 

       
 

 

(4) 防炎物品の未使用 

社会福祉施設等では、カーテン、じゅうたんなどは、防炎性能を有するものを使用する必要があり、

かつ、その旨の表示が必要となります。 

 

                      
※ 新型コロナウイルス感染症の飛沫感染を防ぐために塩化ビニル素材などの「ビニールシート」を

設置する場合、防炎性能を有しないものは、その特性上、火気などの接触等により短時間で燃え上

がる危険がありますので、下げ丈１メートル未満のものを使用してください。また、下げ丈１メー

トル以上となるものは、防炎性能を有するものを使用するとともに、ちゅう房や火気を使用する部

分等の火災発生危険のある場所で使用するものは、長さにかかわらず防炎性能を有するものを使用

するようにしてください。 

設置する際には、以下の事項に注意をしてください。 

ア 火気使用器具等、コンセント若しくは発熱する照明器具付近を避けてください。 

イ 自動火災報知設備の感知器の作動の支障や、スプリンクラー設備の散水障害とならないように

してください。 

ウ 誘導灯若しくは誘導標識その他の主要な避難口の視認障害若しくは避難障害とならないように

してください。 

防炎性能を有するものである旨の表示例 

階段に物件が置かれている様子 避難口及び防火戸前に物件が置かれている様子 
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(5) スプリンクラー設備のヘッドの散水障害等 

スプリンクラー設備のヘッド（以下「ヘッド」という。）は、一般的に一定の温度に達すると、ヘ

ッドの軸心を中心に水を円状に均一に分散します。そのため、ヘッドの近くに物があると、うまく散

水できません。少なくとも、ヘッドの下方45センチメートル及び周囲半径30センチメートルの部分に

は、物を置かないようにしてください。 

また、間仕切りやつい立などを設置することで、新たにヘッドが必要となる場合があります。間仕

切りやつい立などを設置する際には必ず管轄の消防署へ御相談ください。 
 

(6) 自動火災報知設備の感知器の未設置 

前記ヘッドと同様に、間仕切りやつい立などを設置することで、新たに感知器の設置が必要となる

場合があります。 

(7) 消防用設備等の点検未実施・未報告及び不備事項未改修 

消防用設備等の点検は、６か月ごとに実施し、１年に１回管轄の消防署長へ届け出てください。消

防用設備等は、万が一火災が発生したときに、被害を最小限に抑えるための設備です。点検で不備事

項がわかったならば、早期に改修してください。（資料④） 

6 12 6 12 6 12 6 12 6 12

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

点検と届出の周期例

機器点検

総合点検

点検結果報告

実施年
実施月

2022 2023 2024 2025 (以下同様)

 
 

 

 

ア 機器点検：６か月ごとに実施します。 

何も設けられ、 

又は置かれていない部分 

法令上何も設けられ、 

又は置かれていないこととされている部分 

スプリンクラー設備のヘッド 
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次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、別に告示で定める基準に従い確認します。 

(ｱ) 消防用設備等に附置される非常電源（自家発電設備に限る。）又は動力消防ポンプの正常な作

動 

(ｲ) 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項 

(ｳ) 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項 

イ 総合点検：１年ごとに実施します。 

消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当

該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、別に告示で定める基準に従い確認

します。 

※ 消防用設備等に附置される非常電源（ガスタービンを原動力とする自家発電設備以外の自家発

電設備に限る。）については、原則、総合点検時に負荷運転又は内部観察等が必要となります。

詳しくは、添付資料の「自家発電設備の点検方法が改正されました。」を御確認ください。 

（資料⑤） 

４ 旧規格消火器の交換について 

平成22年12月22日の消火器の規格省令改正に伴い、消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火

器は、令和４年１月１日以後、設置することができません。次の左で示す「適応火災マーク」が表示さ

れている消火器が旧規格のものです。まだ、旧規格の消火器が設置されている場合は、すぐに交換する

ようお願いします。（資料④） 

 
表示マークのほかの目安として、製造年が2012年以降のものは新規格の消火器となります。 

なお、消火器には住宅用消火器という種類がありますが、消防法令等に基づき設置が必要となる事業

所等に、住宅用消火器を設置することは認められませんので、購入する際にはお気を付けください。 

※ 横浜市のウェブサイトから詳細を確認することができます。（トップページ＞事業者向け情報＞分

野別メニュー＞消防・救急＞防火管理＞建物の防火管理などに関すること＞消火器の規格・点検基準

が改正されました） 
(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/shobo-kyukyu/kanri/tatemono/syoukakikijyunn.html) 

 
 

 

 

 

 

５ 防火対象物使用開始届出等（横浜市火災予防条例第73条） 

旧規格消火器に表示されている 

適応火災マーク 

新規格消火器に表示されている 

適応火災マーク 
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「令別表第１（(19)項及び(20)項を除く。）に掲げる防火対象物をそれぞれの用途に使用しようとす

る者は、使用開始日の７日前までに、当該防火対象物の所在地、用途、収容人員その他消防上必要な事

項を消防署長に届け出なければならない。」とされています。 

一般住宅（戸建て住宅）や共同住宅（マンション等を含む。）の全体や一部を使用して事業を行う場

合も例外ではありません。必ず管轄の消防署と事前協議を行い、必要な消防用設備等の確認を行うとと

もに、使用開始の届出を行い、使用開始検査を受けていただきますよう、よろしくお願いします。（資

料⑥） 

６ 違反公表制度（横浜市火災予防条例第72条の６） 

重大な消防法令違反のある建物を横浜市のウェブサイトで公表する制度です。市民の皆さんが、建物

の火災予防上の危険性を事前に確認できるので、万が一の火災被害に巻き込まれるリスクを回避できま

す。 

(1) 公表の対象となる消防法令違反 

火災の早期発見に有効な自動火災報知設備、初期消火に大きな役割が期待される屋内消火栓設備、

スプリンクラー設備の設置義務がある建物で、 

⇒ これらの消防用設備等が設置されていないもの 

⇒ 設置されていても管理の状況が悪く、使用できないもの 

(2) 公表の手続き 

立入検査を実施し、上記消防法令違反を建物関係者に通知した日から、14日経過後に引き続き違反

が継続している場合に、横浜市のウェブサイトで公表します。 

 

近年、無断で増床、増築及び改築等を行ってしまい、新たに消防用設備等の設置が必要となるケース

が増えています。また、間仕切り変更等により消防用設備等の改修が必要な場合もあります。必ず事前

に管轄の消防署へ図面等を持参し相談してください。 

７ 消毒用アルコールの安全な取扱いについて 

アルコールは、「火気に近づけると引火しやすい」、「アルコールから発生する可燃性蒸気は、空気よ

り重く、低いところにたまりやすい」という特徴があります。（資料⑦） 

火災予防上の一般的な注意事項は、以下のとおりです。 

(1) 消毒用アルコールを使用するときは、火気の近くで使用しないようにしましょう。 

(2) 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないように注意しましょう。

また、詰め替えた容器に「消毒用アルコール」や「火気厳禁」などの注意事項を記載してください。 

(3) 消毒用アルコールに容器を設置・保管する場合は、直射日光があたる場所や高温となる場所は避け

ましょう。 

(4) 消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりしないように気をつけてください。 

(5) 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替えなどにより、アルコールの可燃性蒸気が滞留するおそ

れがある場合には、通気性の良い場所や換気が行われている場所で行いましょう。また、密閉した室

内で多量の消毒用アルコール噴霧を行うことはさけましょう。 

 

また、アルコールは消防法上の『危険物』に該当する場合があり、80リットル以上400リットル未満

を貯蔵・取扱いをする際は、横浜市火災予防条例における位置、構造及び設備の基準に適用させるとと

もに、消防署への届出（400リットル以上は、市長の許可）が必要となります。80リットル以上のアル

コールを貯蔵・取扱いをする際は、管轄の消防署にご相談ください。 
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資料① 
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◆非常放送設備放送要領

音声警報対応で自動火災報知設備と連動しているタイプ 

①感知器作動（自動火災報知設備の感知器の発報放送が流れます。）

『シグナル音（パポパポパポ）ただいま、○階の火災感知器が作動しました。係員が確認しておりま 

すので、次の放送にご注意ください。』（女性声） 

②火災放送が流れる（次のいずれかの動作による）

■火災放送スイッチまたは非常起動スイッチを押した場合

■最初に作動した感知器以外の感知器が作動した場合

■「感知器発報放送」が流れてから一定時間（２～５分）が経過した場合

■発信機の押しボタンを押した場合

『シグナル音（パポパポパポ）火事です。火事です。○階で火災が発生しました。落ち着

いて避難してください。』（男性声）スイープ音（フィッ、フィッ、フィッ）

③活動指示の放送をする（火災放送が流れたあと）

 非常用マイクで「火災状況」「避難指示」「禁止事項（エレベーターを使用しない等）」 

「自衛消防隊の活動指示」等を行います。 

音声警報対応で自動火災報知設備と連動していないタイプ 

①感知器作動

②非常放送設備を起動する

起動スイッチ又は火災放送スイッチを押す。 

③放送する階を選択する（あらかじめ録音されていたもの）

放送階選択スイッチを押す。（全館放送する場合は「一斉放送」スイッチ） 

『シグナル音（パポパポパポ）火事です。火事です。火災が発生しました。落ち着いて避難してくだ 

さい。』（男性声）スイープ音（フィッ、フィッ、フィッ） 

④活動指示の放送をする（火災放送が流れたあと）

非常用マイクで「火災発生場所」「火災状況」「避難指示」「禁止事項（エレベーターを使用しない 

等）」「自衛消防隊の活動指示」等を行います。 

音声警報に対応していないタイプ 

①感知器作動（自動火災報知設備と連動している場合は、火災灯が点灯し、サイレンが鳴ります。）

非常起動スイッチを押します。

②自動火災報知設備の主音響停止する

自動火災報知設備の主音響停止スイッチを押します。

③現場確認中の放送を流す（全館放送する場合は「一斉放送」スイッチ）

一部の階に放送する場合は放送階選択スイッチで必要な階を選択し、マイクで放送します。

④火災放送を流す

火災発生を確認すれば、初期消火及び避難誘導等の実施を自衛消防隊へ指示するとともに、在館者

への火災状況の連絡を非常放送で行います。

『放送内容（例）ただいま、○階○○で火災が発生しました。従業員の指示に従い避難してください。

避難の際は、エスカレーターやエレベーターは使用しないでください。自衛消防隊の消火班は、直ちに

消火活動を開始してください。避難誘導班は避難誘導を行ってください。』

60



 

 

  

  

 

 

 

 

 

◆火災通報装置の概要

音声メッセージ 

＜自動火災報知設備と連動起動の場合＞ 

①強化対象物のメッセージ（例）

「ピン、ポーン ピン、ポーン 自動火災報知設備が作動しました。」「強化対象 老人福祉施設」「保

土ケ谷区川辺町２丁目９番地 ○○○園」「分かりましたら逆信願います。（逆信してください。）」 

②一般対象物メッセージ（例）

「ピン、ポーン ピン、ポーン 自動火災報知設備が作動しました。」「保土ケ谷区川辺町２丁目９番地

○○○銀行」「分かりましたら逆信願います。（逆信してください。）」

＜手動起動の場合＞ 

①強化対象物のメッセージ（例）

「ピ、ピ、ピ ピ、ピ、ピ 火事です。火事です。」「強化対象 老人福祉施設」「保土ケ谷区川辺町

２丁目９番地 ○○○園」「分かりましたら逆信願います。（逆信してください。）」 

②一般対象物メッセージ（例）

「ピ、ピ、ピ ピ、ピ、ピ 火事です。火事です。」「保土ケ谷区川辺町２丁目９番地 ○○○銀行」

「分かりましたら逆信願います。（逆信してください。）」

通報及び消防隊出場 

＜自火報連動起動の場合＞ 

①自動火災報知設備が作動すると、火災通報装置に信号が入り自動的に登録された通報メッセージに

より１１９番に通報します。

②消防隊１隊が確認のため、通報場所に出場します。

③１１９番センターより呼び返しがされます。関係者が火災通報装置の受話器により、状況を応答し

ます。（詳細を確認している場合は、「確認中」と応答してください。）

④呼び返しに応答がない場合、火災対応中と判断し、消防隊が増強出場されます。増強出場となった場

合、多くの消防隊が出場することになりますので、誤発報などの場合には、必ず応答してください。

＜手動起動の場合＞ 

①火災通報ボタンを押下することにより、自動的に１１９番通報します。

②１１９番には、あらかじめ登録された通報メッセージが通報されます。

③対象物に適合した火災出場の消防隊等が通報場所に出場します。

④１１９番センターより呼び返しがされます。関係者が火災通報装置の受話器により、（応答できる

場合のみ）状況を応答します。

自動火災 

報知設備 火災通報装置 

119通報 

消防隊出場 
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　　～　　すべての条件に該当する場合、以下の事象が発生する場合がございます。

火災通報装置をご利用されている事業者さまへ

重要なお知らせ

※1：病院、介護施設などに法令で設置が義務付けられており、固定電話回線に接続して消防機関へ蓄積音声情報により
　     火災を通報するとともに、通話を行うことができる装置。
※2：消防本部によって、指令台の接続回線の変更時期は異なります。
※3： 2024年1月以降を予定しています。

ご利用の火災通報装置※1（以下、通報装置）について、各地域の消防本部に
おける指令台の接続回線の変更時期※2 以降、または、固定電話のIP網移行等の
時期以降※3、以下　 ～　 すべての条件に該当する場合、消防機関からの
折り返しの連絡を専用電話機で正常に受けられなくなる場合がございます。
なお、通報装置から消防機関への通報は可能です。

　  の
契約サービス
対応の電話機

NTT固定電話
（加入電話）回線に
通報装置を接続
（INSネット、ひかり電話は対象外）

通報装置を接続している
　　の固定電話回線に
ナンバー・ディスプレイ、
ダイヤルインサービス、
特殊詐欺対策サービスの
いずれか、または複数を契約

通報装置が特定の
型式※4 に該当

一般的な通報装置 専用電話機

NTT固定電話
（加入電話）に
通報装置を接続

通報装置を接続している　　の
固定電話にナンバー・ディスプ
レイ、ダイヤルインサービス、
特殊詐欺対策サービスのいず
れか、または複数を契約

通報は可能

固定電話回線

通報装置が特定の型式に該当

※4： 総務省消防庁のホームページ［https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/landline.html］から、通報装置メーカー等のホームページへアクセスできます。

※5：NTT東日本YouTube公式チャンネルに掲載の動画［https://youtu.be/7j1YdkHooFY］をご参照ください。

代表的な事象

本事象を解消するための対応方法は裏面をご確認ください。

通報後の折り返し連絡が受けられない

通報装置の通報ボタン押下により、消防機関への通報は問題なく完了。
その後、消防機関からの折り返し連絡が入り通報装置の専用電話機が鳴動するが、
鳴動後すぐに受話器を取ると通話ができない。

動画での
ご確認は
こちら※5

消防機関指令台

（INSネット、ひか
り電話は対象外）
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対応方法（いずれか実施） 連絡先 注意事項

本事象を解消するためには、
以下の対応方法のいずれかを
実施いただきますようお願いいたします。

ナンバー・ディスプレイ、
ダイヤルインサービス、特殊詐欺
対策サービスを解約する。

下記に記載の「NTT東日本
お問い合わせセンタ」に
お問い合わせください。

通報装置を別の加入電話回線
（ナンバー・ディスプレイ、ダイヤル
インサービス、特殊詐欺対策サー
ビス契約なし）へ付け替える。

通報装置を
対応機種に替える。

通報装置の保守業者さま

通報装置の販売店さま

付け替え工事費は通報装置
利用者さま負担となります。

購入費用等は通報装置利用者
さま負担となります。

解約手続きは無料。
電話機等の設定変更が必要
となる場合があります。

お問い合わせ先

対応方法等の電話確認について

今回のお知らせは、
住宅用火災警報器とは
関係ございません。ご注意願います。

!

■NTT東日本では、本お知らせをお送りした皆さまへお電話する場合があります。その際は、本事象が
発生する可能性の有無、および事象への対応方法等を確認させていただきます。

■確認させていただいた内容は管轄の消防機関にも共有させていただきます。

［本事象の内容、ご利用の回線に関するお問い合わせ］

［通報装置に関するお問い合わせ］

NTT東日本お問い合わせセンタ

通報装置の製造元または保守業者にお問い合わせください。

までお問い合わせください。
 受付時間：午前9時～午後5時（12/29～1/3を除きます）

※6：通報装置メーカー等のホームページには、ＰＢダイヤルインサービスに対応している機種の掲載はございません（2019年12月時点 ※4参照）。

【2204-2303】

※6

本事象の対象かご確認されたい場合は、
通報装置に接続している固定電話番号、通報装置の型式をご確認のうえ、お問い合わせください。
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23 水害・土砂災害への備えについて 

平成 28年の台風 10号では、岩手県の小本川が氾濫し、沿川の高齢者福祉施設において、9

名の方がなくなるという痛ましい被害が発生しました。こうした水害を背景に、平成 29年 6

月 19 日に『水防法』及び『土砂災害防止法』が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域

内の要援護者利用施設の所有者または管理者に対し、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確

保を図ることを目的に避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となりました。 

 
１ 災害をもたらす気象現象 

（１）降水量の推移 
   平成 28 年の台風 10 号では、岩手県岩泉町のグループホームにおいて多数の利用者が

亡くなるという大きな被害が発生しました。また近年、記録的な大雨や大型台風などに

より、全国各地で水害や土砂災害が発生しています。下図のとおり、全国的に見ると、

最近 10 年間（2007～2016 年）の 1 時間降水量 50 ㎜以上の大雨の平均発生件数（232.1

回）は、1976～1985 年の 10 年間（173.8回）と比べて約 1.3倍となり、増加傾向にあり

ます。 

 

（２）人命を奪う自然災害 

   記録的な大雨や大型台風などの自然災害は、甚大な被害をもたらすばかりでなく、尊

い人命を奪う大災害となります。 

昭和 42年～平成 25年の間の自然災害による死者・行方不明者数は、8,767 人で、特に

土砂災害による割合が高くなっています。また土砂災害による死者・行方不明者のうち、

災害時要配慮者が約６割を占めています。このことから、各施設では、利用者の安全を

確保するため、水害・土砂災害を含む各種災害に備えた十分な対策を講じる必要があり

ます。 
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２ どのような危険が潜んでいるのかを確認しましょう。 

「洪水ハザードマップ」や「土砂災害ハザードマップ」

などで、河川が氾濫した場合に何ｍ浸水してしまうのか、

土砂災害が起こる可能性がある場所なのか等、施設の立

地場所に、どのような危険があるのか事前に確認してお

きましょう。（右図参照） 
※土砂災害及び浸水の被害が想定される区域は変更される場合があります。定期的に確認するよ

うにしましょう。 

※「防災の地図」（横浜市ホームページ）を参照してください。 

 
３ 避難確保計画の作成、避難訓練の実施 

浸水想定区域または土砂災害警戒区域内に所在する施設の管理者は、法律等に基づき、 
火災や地震に対する計画だけではなく、洪水や土砂災害等の災害発生時に利用者の円滑か 
つ迅速な避難を確保するため、災害情報の入手方法や、避難場所、避難方法、災害時の人 
員体制や指揮系統など、災害の種別に応じた避難に関する計画を作成しなければなりませ

ん。また、令和３年からは、定期的に訓練を実施し、その結果を報告することが義務づけ

られました。 
右のページを参考に、各施設で洪水や土砂災害に備えた計画を作成してください。避難

場所なども確認し、そこまでの経路や移動手段についても計画しておきましょう。 
 
 
 
 

 
 

■土砂災害による死者・行方不明者数

（災害時要援護者の割合） 

■自然災害による死者・行方不明者数 

昭和42年～平成25年 

平成 21年～平成 25年 

※自然災害については H26防災白書、土砂災害については国土交通省砂防部調べ 
※死者・行方不明者数は阪神淡路大震災及び東日本大震災を除く 

 
◎ 避難確保計画の作成（利用者の円滑かつ迅速な避難確保を図ります。） 
◎ 避難訓練の実施（計画に基づいて避難訓練を実施します。） 
◎ 市長村長への報告（計画を作成・変更したとき及び訓練を実施したときは市長村長

へ報告します。） 
 

ポイント 
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＜要援護者利用施設の管理者等の避難確保計画の作成等の義務化について＞ 
（要援護者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ） 

 

【参考文献のホームページ】 
■ 横浜市要援護者施設の避難確保計画作成マニュアル 
URL:http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/panfu/hinannkakuhomanyuaruh29.pdf 

（横浜市危機管理室 HP⇒横浜市要援護者施設の避難確保計画作成マニュアル） 

 
■ 土砂災害対応マニュアル作成の手引き（要援護者施設用） 
URL:http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/org/kikikanri/panfu/h28dosyamanyuarutebiki.pdf 

（横浜市危機管理室 HP⇒土砂災害対応マニュアル作成の手引き） 
 
■ 避難確保計画に基づく訓練実施報告フォーム 
URL:https://www.e-shinsei.city.yokohama.lg.jp/yokohama/uketsuke/form.do?id=1570516812814 

（横浜市危機管理室 HP⇒訓練結果の報告） 

【参考文献のホームページ】 
 URL: http://www.pref.kanagawa.jp/docs/f4i/bosai/h29youhairyo.html 
 （神奈川県 HP⇒平成 29 年水防法・土砂災害防止法改正について 
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４ 災害時の避難 

台風などの大雨の際には、「気象情報（気象

庁）」「河川情報」「避難情報」に注意し、身

の危険を感じたら、危険な場所から離れるとと

もに、警戒レベル３「高齢者等避難」の発令で

速やかに避難を開始してください。 

また、区役所（総務課）から、気象情報（大雨

警報等）、土砂災害警戒情報及び避難情報などの

土砂災害等から身を守るために必要な警戒避難

に関する情報を、土砂災害警戒区域に立地する要

援護者施設にファクシミリなどを用いて伝達し

ます。（右図参照） 

市（区）から発令される避難情報には、以下の３種類があります。必ずしも、この順番で発令

されるとは限らないので、ご注意ください。また、これらの情報が発令されていなくても身の

危険を感じる場合は避難を開始してください。 

【警戒レベル３】高齢者等避難  

住民がとるべき行動：危険な場所から高齢者や障害のある方等は避難 

【警戒レベル４】避難指示  

住民がとるべき行動：危険な場所から全員避難 

【警戒レベル５】緊急安全確保  

住民がとるべき行動：命の危険 直ちに安全確保！ 

URL:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-
saigai/wagaya/fusuigai/taifu/keikai_level.html 

（横浜市危機管理室 HP⇒「警戒レベル」を用いた避難情報等の発令について） 

  

 
 

次のような状況の際の緊急的な対応についても、事前に考えておきましょう。 

例１：大雨等で避難場所までの移動が危険と思われる場合は、近くのより安全と思われる建物

に移動しましょう。（最上階が浸水しない建物、川沿いでない建物等） 

例２：外出すら危険と思われる場合は、施設内のより安全と思われる部屋に移動しましょう。

（上層階の部屋、山からできるだけ離れた部屋など） 

  

（警戒避難に関する情報の提供） 
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５ 情報の入手方法 
横浜市では、避難指示等を市民の皆様にお伝えする際は、主に次のような手段でお知ら

せしています。 

（１）自動配信されるもの（ＰＵＳＨ型） 

ア 防災情報Ｅメール 

ご登録いただいたパソコンや携帯電話のＥメールへ防災情報を提供しています。 

下記からご登録いただけます。（登録無料） 

URL:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-

saigai/bosai/e-mail/email.html 

（横浜市危機管理室 HP⇒横浜市防災情報Ｅメール） 

イ 緊急速報メール 

横浜市内のエリアにある携帯電話に対して災害情報や避難情報などを配信します。

こちらは登録が不要です。対応機種などの詳細については、各社webページ又は窓口

等でご確認ください。 

ウ Yahoo!防災速報 

スマートフォンアプリ「Yahoo!防災速報」をダウンロードすることで、災害情報

（緊急地震速報、津波、ゲリラ豪雨等）や避難情報等を受信できます。（無料） 

エ 緊急警報放送 

テレビ・ラジオ等から警報音を発し、重要かつ緊急な災害情報を放送します。 

オ 広報車等による広報 

状況に応じて、必要な地域へ広報車が出動し、呼びかけ等を実施します。 

  カ 横浜市避難ナビアプリ 

    横浜市の公式防災アプリで、防災情報等をプッシュ通知でお知らせします。 

   下記からダウンロードいただけます。（無料） 

URL:https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-

saigai/wagaya/20220215102136089.html 

（横浜市危機管理室 HP⇒横浜市避難ナビ） 

 

（２）自身で情報収集するもの（ＰＵＬＬ型） 

ア 横浜市ホームページ（防災・災害） 

災害時の緊急情報や、日頃の備えである自助・共助・公助の取組について掲載して

います。 

URL：https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/ 

（横浜市危機管理室 HP） 

イ 横浜市防災情報ポータル 

避難指示等の発令状況や避難所の開設状況等について掲載しています。 

URL：https://bousai.city.yokohama.lg.jp/ 

（横浜市防災情報ポータル） 
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ウ Twitter（横浜市総務局危機管理室の公式Twitterアカウント） 

避難情報や災害情報、気象警報・注意報等の情報を配信しています。 

アカウント：yokohama_saigai 

エ その他 

ケーブルテレビのデータ放送やテレビ、ラジオ等 
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24 結核について 

 
１ 結核の現状 

（１） 横浜市の新登録結核患者数※１と罹患率※２ 

 

結核の罹患率は横浜市・全国ともに毎年減少傾向にあります。 

70歳以上の新規登録患者数は、横浜市全体のなかでは依然として半数以上を占めて

います。 

  

２ 結核とはどんな病気？ 

（１） 症状は？ 

 せき、たん、微熱、胸の痛み、体重減少、身体のだるさなどが２週間以上続く場合

は、結核を疑います。 

 

 

 

 

（２） どうやって感染するの？ 

 せきやくしゃみなどで、結核菌の混じったしぶきが飛び散り、それを吸い込むこと

でうつる感染症です。 

 感染してから発病までの期間は長く、早くても３か月～６か月かかります。また感

染しても、発病する方は１～２割です。 
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 ◎高齢者の場合、せきやたん等の特徴的な症状が出ないことがあります 

◎食欲低下、微熱が続く、なんとなく元気がない、といった症状にも注意 

（結核登録者情報システムより） 

注意 

【感染】結核菌が体内に入り、免疫力によって封じ込められ、休眠している状態。

人にうつしてしまう心配はありません。 

【発病】身体の中の結核菌が増殖し、肺など身体の一部に炎症を起こし、発熱や

咳・痰といった症状が出た状態。人にうつす可能性があります。 

※１ その年の１月１日から 12 月 31 日までに新たに登録された結核患者  

※２ １年間の新規登録患者数を人口 10 万対で表したもの 
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３ 結核と診断された患者さんは？ 

（１） 入院や外来での治療を受けます 

 排菌（結核菌が混じったせきやくしゃみが出ること）をしていなければ、外来での

治療が可能です。 

（２） ６か月以上、毎日きちんと薬を飲めば治ります 

 症状が消えたからといって、治療の途中で服薬をやめずに、主治医の指示に従って、

最後まで薬を飲み切りましょう。 

 

 

 

 

４ 利用者や職員が結核と診断されたら？ 

（１） 症状がある方は、医療機関受診を 

 せきやたんなどの症状が続くときは早めに医療機関を受診しましょう。 

（２） 接触者健診に御協力をお願いします 

 結核と診断した医師からの届け出をもとに、保健所は調査を実施します。接触者健

診の対象となった場合には、御協力をお願いします。 

 

５ 結核の早期発見のために 

（１） 定期的な健康診断 
 年に１度は胸部エックス線検査を行いましょう。 

（２） 日常的な健康観察 
 高齢者の結核では、せきやたんが出ない場合もあるため、継続する体調不良やいつ

もと違う様子がないか健康観察を行い、早めに受診することが大切です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【参考文献】 
・高齢者の結核を早期発見するには？ 
高齢者介護に関わる人のための“結核”基礎知識 
→ https://jata.or.jp/dl/pdf/outline/support/taisaku_kaigo_leaflet.pdf  

・高齢者施設・介護職員対象の結核ハンドブック 
 → https://jata.or.jp/dl/pdf/outline/support/taisaku_kaigo_handbook.pdf 
 

◎他の疾病や加齢などで免疫力が低下すると、結核を発病しやすくなります 
◎結核と診断されたら、毎日きちんと薬を飲むことが大切です 

ポイント 

【問い合わせ】医療局健康安全課 結核担当 
TEL: 045-671-2729 

結核定期健康診断の報告書様式は、横浜市のホームページからダウンロードできます。 
なお、報告の対象者は下記のとおりです。 
・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム：従事者及び 65 歳以上の入所者 
・介護老人保健施設：従事者 
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25 ＨＩＶ・エイズについて 

 
１ ＨＩＶ・エイズの現状 ―HIV感染者の高齢化― 

現在、全国で毎年 1000人以上の HIV 感染者・エイズ患者が新たに報告されています。 

HIV 感染症の治療は急速に進歩しており、確実な内服をすることで、進行を遅らせなが

ら、今まで通りの生活を続けることができるようになりました。しかし、HIV感染症を完治

させることはできず、生涯にわたる内服は必要ですが、適切な治療を行うと平均寿命近く

まで生存が可能です。それに伴い、HIV 感染者の高齢化が進んでおり、介護が必要となる方

の増加が予想されます。 

 

 

 

 

 

２ ＨＩＶ・エイズは、どうやって感染する？ 

HIVは感染している人の精液、膣分泌液、血液に多く含まれており、これらに含まれるウ

イルスが粘膜や傷口から体の中に入ることで感染がおこります。尿や唾液から感染するこ

とはなく、感染力も弱いため、通常の生活では感染することはありません。 

また、効果的な治療を続けて身体の中のウイルス量が減少した状態が続けば、他の人へ

の感染リスクは極めて低くなります。 

HIV感染に関わらず、感染症予防策として、標準予防策（スタンダードプリコーション）

をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎HIV・エイズに関する正しい知識を身につけ、積極的な受け入れをお願いします◎ 

【問い合わせ】医療局健康安全課 エイズ担当 
TEL: 045-671-2729 

【参考書籍等】 
・エイズ予防情報ネット API-Net マニュアル・ガイド 
 →https://api-net.jfap.or.jp/manual/index.html 
・社会福祉施設で働くみなさんへ HIV／エイズの正しい知識（第２版） 
→https://api-net.jfap.or.jp/manual/index.html 

・HIV／エイズの正しい知識 
→https://www.jfap.or.jp/enlightenment/pdf/200928_pamph_hp.pdf 

◎握手、身体を抱きかかえる、お風呂・トイレ・食器の共有、蚊に刺される、 
 咳・くしゃみ・汗・涙に触れる → 感染しません 
◎標準予防策 基本の４原則： 

①手洗いの実施 ②使い捨て手袋の使用 
③マスク・ゴーグル・ガウンの使用 ④物品の個別化 

ポイント 

【HIV感染者】身体の中に HIV（ヒト免疫不全ウイルス）が存在している状態。 

【エイズ（AIDS）患者】HIVに感染後、体の免疫力が低下し、普段なら病気を起こさ

ないような弱い病原体にも感染しやすくなり、様々な病気を発症した状態。 
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26 介護給付費請求に係る過誤調整と請求返戻について 

 
 
１ 適正な事業所運営と報酬請求 

   介護サービスは、基準に合致することを前提として事業への自由な参入を認めてい

ることから、基準違反に対しては、厳正に対応すべきであるとされています。よって、

自主点検や、実地指導・監査等で不正又は不適正な請求が判明した場合には、誤って受

領した介護報酬は過誤調整（返還）をしなければなりません。 

    

   報酬請求の際には、「人員・設備及び運営基準」や「加算の要件」を満たしている

かどうか、報酬算定にあたり疑義がある場合には「介護保険事業者向けＱ＆Ａ集」等を

確認し、適正な報酬請求を行ってください。 

⇒「介護保険事業者向けＱ＆Ａ集」ＵＲＬ（横浜市役所のホームページ） 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-

kaigo/kaigo/hoken/unei/kaigo.html 

介護給付費明細書の記載方法について分からないときは、まずは、神奈川県国保連

合会のホームページに掲載されている「介護給付費請求の手引き」をご確認いただ

き、それでも不明な場合は、国保連合会（045-329-3445）へお問い合わせください。 

 ⇒「介護給付費請求の手引き」ＵＲＬ（神奈川県国保連合会のホームページ） 

   http://www.kanagawa-kokuho.or.jp/kaigohoken/index.html 

 

２ 過誤調整 

介護給付費の支払決定がされた後に、介護給付費明細書の内容を訂正する場合に

は、横浜市に請求取下依頼を行い、改めて国保連合会へ再請求を行ってください。 

 (1) 請求取下依頼 

   取下げ可能な介護給付費明細書は、取下げ依頼月の前月10日までに国保連合会に提出

し、支払決定されたものです。 

 

 

 

 

   

ア 取下依頼の提出先 ⇒各保険者（保険者がとりまとめのうえ国保連合会に提出） 

  イ 受付期間（横浜市の場合） ⇒毎月１日～８日 

  ウ 提出方法（横浜市の場合） 

 ① インターネットを利用する電子申請サービスにより提出してください。 

（注）横浜市電子申請・届出システムの更新に伴い、令和４年３月受付分から新システム

での受付に切り替わりました。旧システムで登録した利用者アカウント（申請者Ｉ

Ｄ）は新システムに引き継がれないため、新システムで改めて利用者登録を行う必要

があります。 

！ 明細書を提出した月と同月に取下げを行うことはできません。 

！ 返戻（保留）となった明細書は支払決定されていないので、取下げを行う

必要はありません。 

！ 居宅介護支援事業所は、サービス提供事業所の請求明細を取下げすること

はできません。 
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手続き一覧(事業者向け) 

・介護給付費の取下げ →「介護保険請求過誤取り下げ」 

・総合事業費の取下げ →「介護予防・日常生活支援総合事業費請求過誤取り下げ」 

※上記手続ページは受付期間5日前から受付期間の間表示されます 

 

 

 

 

 

・介護給付費と総合事業費は取下げページが別ですのでご注意ください。 

・請求取下依頼の提出をすると申込番号が付与され、申請状況が「申請を送信しま

した」となっていれば取下依頼の受付は完了となります。 

・利用者IDとパスワードの入力により、送信済みの請求取下依頼の内容を確認でき

ます。 

・請求取下依頼を提出後、当月受付期間中であれば、請求取下依頼申請の取消が可

能です。（内容を修正する場合も、取消し後にもう一度申請してください。） 

・行政機関等の指摘に関連する適正化による請求取下依頼も電子申請が可能です。 

（「申立事由」で、「請求誤りによる実績取下げ」もしくは「行政の指摘による過

誤取下げ」のいずれかを選択できます。） 

 

   ② 生保単独（被保険者番号が「H」から始まる利用者）分は、健康福祉局生活支援

課へFAX（045-664-3031）で提出してください。 

 

 

 

 

エ 請求取下依頼申請の結果確認 

  請求取下依頼申請の結果は、月末頃に国保連合会から通知される「介護給付費過誤

決定通知書」でご確認ください。通知される時期は、通常行っている国保連合会への

請求の結果（支払決定額通知書や請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表など）

と同じ時期に通知されます。 

   ① 過誤決定通知書に記載されていれば取下げが完了しています。 

   ② 記載が無い場合には、取下げ依頼がエラーになっていると考えられます。 

 

【横浜市電子申請トップページ】 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/portal/home 

【電子申請について】 
下記ページの「(2)請求取下依頼について」に、取下げページに直接つながるURLがあります。 
また、利用者登録～申請～状況照会までを説明した「操作マニュアル」がダウンロードできる
ようになっています。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-
kaigo/kaigo/shinsei/houshu.html 

 

【Hから始まる番号の利用者の過誤取下げについて】「(2)請求取下依頼について」「•Hから始まる
番号の被保護者の場合」をご覧ください。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-
kaigo/kaigo/shinsei/houshu.html 
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＜よくあるエラーの原因＞ 

×サービス種類の不一致 

… 同じサービスでも、介護と予防ではサービス種類が異なります。 

  また、介護・予防と総合事業では取り下げの画面が異なりますので 

  ご注意ください。 

×サービス提供年月の不一致 

… 記入されたサービス提供年月に、支払決定済みの請求がない場合 

（誤った請求月を記入して取下げをした、返戻（保留）となった明細 

書の取下げをした等）です。 

×事業所番号とサービス種類の不一致 

… 居宅介護支援事業所は、サービス提供事業所の請求明細を取下げすること

はできません。 

×事業所番号、保険者番号等の記入誤り 

 

 (2) 再請求 

   横浜市に請求取下依頼を行った介護給付費明細書は、同月以降に国保連合会へ再請求

を行うことができます。ただし、同月に再請求ができない場合もありますので、ご留

意ください。 

【参考例】３月サービス提供分（４月請求）を取下げ・再請求する場合のスケジュール 

適否 
スケジュール 

のパターン 

(請求・取下げ月) 
請求月 

(報酬請求月) 
取下げ月 再請求月 

(提出日) １～10日 １～８日 １～10日 

○ Ａ 同月過誤 ４月 ５月 
５月 

(取下げ月と同月) 

○ Ｂ 翌月以降の過誤調整 ４月 ５月 ６月 

× Ｃ 請求月と同月の取下げは不可 ４月 
４月 

(請求月と同月) 
５月 

× Ｄ 取下げ月より前の再請求は不可 ４月 ６月 
５月 

(取下げ前の請求) 

 

※「同月過誤」を実施する場合の注意事項 

ア 過誤調整を実施するにあたり、居宅介護支援事業所または包括支援センターのケ

アマネジャーが国保連合会に提出している給付管理票の修正も必要な場合は、同月

過誤は実施できません。まず請求取下依頼を行ったうえで、翌月以降に給付管理票

の修正と再請求を行ってください。 

イ 入力誤り等で「再請求」が“返戻”または“保留”になった場合は、「取下げ」

のみ実施されることになります。この場合の介護報酬の支払いは、取下げ分の減額

だけが行われます（再請求分とは相殺されません）。 

 

 

単純な入力誤りも多いです。 
過誤申立書入力の際は良く気を付けるよ
うにしましょう。 

！ 給付管理票の取下げはできません。給付管理票の内容を訂正する場合は、

「修正」となります（国保連合会へ提出してください）。 
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３ 請求の返戻理由と受給者台帳調査 

事業所の報酬請求に誤りがあった場合や、保険者が国保連合会に送付する受給者台帳

の項目と不一致があった場合、当該請求は返戻されます。報酬請求が返戻された場合

には、提出済みの介護給付費明細書や給付管理票の記入内容について、番号やコード

の記入ミス等の単純な誤りがないかを必ずご確認ください。 

 

(1) 返戻・保留の原因の確認 

  「請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」に記載されている返戻事由をもと

に、入力ミス等の誤りがないか良く確認してください。よくある誤りや「請求明細

書・給付管理票返戻（保留）一覧表」の見方は神奈川県国保連合会のホームページ

に、「支払関係帳票と返戻事由の解説」が掲載されていますので参考にしてくださ

い。 

 ア 確認の際に用意するもの 

 ・「請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」 (国保連合会から送付) 

 ・「介護給付費明細書」または「給付管理票」(国保連合会に送付したもの)の控え 

・介護保険被保険者証等の証明書の控え 

  イ 「請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表」の見方 

 ・種別：返戻（保留）となったものの種別が表示されます。 

「請」･･･ 請求明細書（サービス計画費を除く） 

「サ」･･･ サービス計画費（ケアプラン作成費） 

「給」･･･ 給付管理票 

・事由：請求明細書等が返戻（または保留）となった事由をアルファベット１文字 

で表示します。 

       「Ａ」･･･請求明細書等の基本的な項目に対する入力（記入）誤り、入力

（記入）漏れ等。 

       「Ｂ」･･･横浜市の受給者台帳や事業所台帳と請求明細書等を突合し、不一

致となったもの。また、当月以前に請求又は登録のあった請求明

細書や給付管理票に対して、再度請求または登録しようとしてエ

ラーとなったもの。登録の無い給付管理票に対して修正をしよう

としてエラーとなったもの等。 

       「Ｃ」･･･請求明細書に対する給付管理票との突合不一致のもの。 

   ・備考：請求明細書等が返戻となった原因を４文字のコード（アルファベットと数

字の組合せ）で表示します。“４文字のコード”または“返戻”が表示さ

れている場合は 返戻 です。「保留」が表示されている場合のみ保留とな

っています。 
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 (2) 受給者台帳調査依頼 

介護給付費明細書の内容が被保険者証や給付管理票とも一致している等、返戻の原因

が保険者の受給者台帳の誤りによるとしか考えられない場合には、以下の書類を介護

保険課(給付担当)へＦＡＸ（045-550-3614）でお問合せください。本市の受給者台帳

等を調査・確認し、順次ご連絡します（２営業日程度かかります）。ご協力お願いい

たします。 

 ・受給者台帳調査依頼書（横浜市ホームページに様式を掲載しています） 

・請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 

・返戻となっている介護給付費明細書または給付管理票 

※FAX を送信する際は、個人情報保護のため被保険者氏名を全て墨塗りにし、被

保険者番号のみが分かる状態にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 電子申請サービス及び様式の掲載について 

電子申請サービス、受給者台帳調査依頼書の様式はホームページでご確認ください。 

【URL】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/houshu.html 

 (「本市ＨＰ」→「▶事業者向け情報」→「▶分野別メニュー」→「▶福祉・介護」→「▶高齢者福祉・介護」→

「▶事業者指定・委託等の手続き」→「▶各種申請関係」→「▶８.介護報酬請求関連資料」) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ】 
○報酬算定について 
横浜市健康福祉局介護事業指導課運営支援係 
電 話：045-671-3413 ＦＡＸ：045-550-3615 
 
○請求取下依頼について 
横浜市健康福祉局介護保険課（給付担当） 
電 話：045-671-4255 ＦＡＸ：045-550-3614 

 
○電子申請システムの操作について 
横浜市電子申請・届出サービス 
１ 電 話：0120-329-478（平日9:00～17:00） 
２ Webフォーム：（原則24時間） 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/appl

y/b7977ff0-9301-4ddb-b712-181c2396de01/start 

～明細書が返戻されないために～ 

・サービス提供の際には、介護保険証の記載事項に変更が無いか必ず確認しましょう。 

・「負担割合証」「負担限度額認定証」も併せて必ず確認しましょう。 

※税更正等により負担割合や負担限度額が遡って変更されることもあります。お手数で

すが、利用者に差額を調整のうえ、請求済みの明細書について過誤調整（請求取り下

げと再請求）をお願いします。 
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～ 神奈川県国民健康保険団体連合会（国保連合会）が提供する資料 ～ 

【国保連合会ＨＰ】http://www.kanagawa-kokuho.or.jp/index.html  神奈川県国保連合会  検索 

 

                       【介護保険事業者向けのページ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    【支払関係帳票と返戻事由の解説】 

 

 

【介護給付費請求の手引き】 

 

 

 

 

                 【エラーコード一覧】 

 

 

 

 

 

 
  

② 各種資料の 

掲載ページへ。 
（ページ下方 ▶ダウン
ロードファイル） 
 

① 国保連合会ＨＰのトップページから、 

「介護保険事業者のみなさまへ」 

をクリック。 
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27 介護サービス自己負担助成制度について 

１ 概要 

介護サービスの利用料等を負担することが困難で、一定の資産・収入基準等に該当する

方は利用者負担が軽減されます。①訪問介護などの在宅サービス、②認知症高齢者グルー

プホーム、③特別養護老人ホーム等のユニット型個室の居住費が負担軽減の対象となりま

す。 

 

２ 助成までの流れ（定率助成の場合） 

被保険者が助成制度を利用するためには、区役所で申請手続きを行い、助成対象者とし

て認定を受けると、助成証が交付されます。 

事業所は、被保険者から助成証の提示があった場合は、「助成証記載の現物給付開始年月」

の月以降に、「助成対象となる介護保険サービスの利用者負担分から助成証記載の助成率を

反映した助成額を差し引いた額」を、被保険者に対して請求します（国保連に対する保険

請求について本制度の考慮は不要。市へのサービス利用実績報告は不要。）。 

横浜市は、国保連審査後の給付実績を基に、助成内容ごとに事業所または被保険者に対

して助成金の振込を行います（審査月の約２か月後）（一部例外あり）。 

 

３ 各助成対象サービス等 

(1)在宅サービス助成 

＜対象サービス＞ 

 

 

 

 

 

 

＜助成対象要件及び助成内容＞ 

 

 

(2)グループホーム助成 

＜対象サービス＞ 
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助成適用後の利用者負担額 

総費用額[9,151]－保険給付額[8,235] 
－助成額[457]= 459 円 

＜助成対象要件及び助成内容＞ 

 

 

 

 

 

 

 

(3)施設居住費助成 

＜対象サービス＞ 

 

 

 

＜助成対象要件及び助成内容＞ 

 

４ 助成適用後の利用者負担額の計算方法について 

計算方法は、横浜市ホームページの資料をご確認ください。（５ 資料について参照） 

【参考】在宅サービス助成及びグループホーム助成の定率助成の場合 

「総費用額－保険給付額－助成額 ＝助成適用後の利用者負担額」の計算式で求めます。 

本制度において、在宅サービス助成第２段階助成者(助成率５％(総費用額の 5/100))で

あり、保険給付額 8,235円（給付実績上：総費用額 9,151 円、１割負担額 916円）の

場合 

   

 

 

 

※社会福祉法人による利用者負担軽減等、他の助成・軽減制度も合わせて対象となる場合、「他の助成・軽減

制度」が優先されます。 

 

５ 資料について 

  本制度の詳細については、横浜市ホームページに掲載しております。 

    https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/shinsei.html#5 

助成額（5％） 

総費用額[9,151] × 5/100 = 457.55 
１円未満切捨て ⇒ 457 円 

総費用額（100％） 

保険給付額[8,235]＋ 

利用者負担額[916]= 9,151 円 

助成段階 第１段階 第２段階 第３段階

助
成
対
象
要
件

収 入 基 準 等 生活保護受給者を除く
介護保険料第１段階の方

市民税非課税世帯で、年間収入見込額の合計が150万円以下の方
（複数人世帯の場合は、上記要件に加え、当該被保険者を除く世帯員１人につき

50万円を加えた額以下となる方）
合計所得金額と公的年金等収入額（非課税
年金を除く）の合計が80万円以下の方 第２段階以外の方

資 産 基 準 金融資産（現金、預貯金、有価証券）が350万円以下（複数人世帯の場合は、当該被保険者を除く世帯員１人につき100万
円を加えた額以下）であり、あわせて、居住用の土地（200㎡以下）及び家屋以外の不動産を所有していないこと

その他の要件 ・ 3か月以上横浜市に居住していること ・ 税法上の被扶養者でないこと

助 成 内 容
利用者負担を５％に軽減

また、なお残る自己負担額が、7,500円を超える場合にその超えた額を助成
利用者負担を５％に軽減

また、なお残る自己負担額が12,300円を
超える場合にその超えた額を助成

家賃・食費・光熱水費について、月額55,000円を上限として助成 家賃・食費・光熱水費について、
月額30,000円を上限として助成
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28 第三者行為の届出について 

 
１ 概要 

  交通事故や傷害事件など、第三者の行為が原因で、被保険者が介護サービスを利用した

場合は、介護費用について、原則、第三者（加害者）が負担することになります。しかし、

介護保険を利用した場合は、介護費用の保険給付分を保険者（横浜市）が一時立て替えて

支払います。その後、立て替えた保険給付分について、被保険者（被害者）に代わり加害者

に請求することになります。 
そのため、保険者が給付したものについて、第三者行為によるものかを把握するため、

被保険者より第三者行為の届出が必要となります。 
 
２ 届出場所 

  被保険者のお住まいの区役所保険年金課 
※住所地特例対象者は保険者になっている担当部署 
 

３ 届出書類 

①第三者の行為に係る届出書  ②念書 

③交通事故証明書（写可）（または事実申立書 ※傷病の原因が交通事故以外の場合） 

④事故発生状況報告書（写可） 

⑤示談書（示談が成立している場合）（写可） 

⑥その他、必要と認められる書類 

 

  ※事故の内容によっては、上記以外に追加書類が必要となることがあります。 

詳細は下記ホームページを参照ください。 

 

  「交通事故等により介護保険サービスを利用する場合」（横浜市ホームページ） 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-kaigo/koreisha-kaigo/kaigo-

hoken/kaigo-daisansya.html 

 
４ 発見のポイントと注意点 
    
 
 
 
 
 
 
 ＜注意点＞ 

将来介護費用を含む示談を行った場合は、示談後からの介護サービス費について、示談

時の将来介護費用を上限として、保険給付が受けられなくなります（介護費用は将来介護

費の中でまかなう）。 

  万が一、将来介護費用を含む示談後に保険給付を受けた場合は、二重に保険給付を受け

たことになるため、当該費用の返還請求を行うことがあります。 

・介護サービスの増加 

  ・要介護度の区分変更 

  ・利用者からの相談 

  ・保険会社からの相談 

  ・弁護士からの相談 

第三者の行為が原因で介護サービス

の利用開始または介護サービスの追

加が行われたかどうかを聞き取り 
 

区役所保険年金課へ届出書の提出を案内 
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29 介護保険料の滞納に伴う保険給付の制限について 

 

１ 給付制限の趣旨 

  介護保険料は、介護サービスに必要な費用をまかなう非常に重要な財源であり、介護保

険制度を維持していくためには介護保険料を納付していただくことが大切です。 

特別な理由もなく保険料を滞納していると、保険料を納付している人との公平を図るた

めに、介護保険サービスを利用するときに法令に基づいて次のような措置を取られること

があります。 

 

２ 給付制限の概要 

(1)給付制限の適用原因と処置の内容 

介護保険料を納付していない被保険者に対し、未納期間等に応じて、次のような給付制

限措置がとられます。 

 

（注 1）被保険者証（第三面）の給付制限の欄に「支払方法の変更」の記載を原則として要介護認定等の際に行い

ます。なお、支払方法の変更の措置開始日は、証交付日の属する月の翌月 1日となります。 

（注 2）保険給付対象分については、後日、被保険者本人の申請に基づき、償還払いとなります。 

また、対象者が介護保険施設に入所している場合は、入所時の食費・居住費（滞在費）についてもいったん基準費

用額を自己負担し、後日、申請により償還払いとなります。なお、保険外の負担（日常生活品費等）については、

通常の方と同様です。 

（注 3）居宅介護サービス計画費（介護予防サービス計画費）については、自己負担がないため 10 割が保険給付

として居宅介護支援（介護予防支援）事業者に支払われます。 

（注 4）被保険者証（第三面）の給付制限の欄に「給付額の減額」の記載を原則として要介護認定等の際に行いま

す。なお、給付額減額措置の開始日は、証交付日の属する月の翌月 1日となります。 

給付制限の種類 

【根拠法令】 
適用の原因 措置の内容 適用期間 備考 

償還払い化 

（支払方法の変更） 

 

【法第 66 条】 

納期限から 1 年以上

保険料を滞納 

サービス利用の際、

いったん全額を負担

し、区役所への請求

により保険給付分の

支払いを受ける。 

原則未納が解消され

るまで 

補足給付も償還払い

の対象となる 

保険給付の支払いの

一時差止・滞納保険

料の控除 

 

【法第 67 条】 

償還払い化が措置さ

れ、かつ、納期限か

ら１年６か月以上保

険料を滞納 

償還払い分の保険給

付が差し止められ、

滞納保険料が控除さ

れる。 

原則未納が解消され

るまで 
  

給付額減額 

 

【法第 69 条】 

保険料を 2 年以上滞

納し、かつ、保険料

徴収権消滅期間（時

効の期間）がある 

サービス利用時の自

己負担が３割または

４割負担となる。 

保険料徴収権消滅期

間に応じた期間と保

険料納付済期間によ

り算定される期間。 

高額介護（予防）サ

ービス費、高額額医

療合算介護（予防）

サービス費、補足給

付も支給されない 
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（注 5）給付額減額措置時の負担割合は、通常の自己負担が１割または 2割となる被保険者は 3 割負担、通常の自

己負担が 3割となる被保険者は 4割負担となります。 

※横浜市では、総合事業は給付制限の対象にはなりません。 

 

３ 事業者の皆様にご留意いただきたいこと 

(1)被保険者証の確認の徹底について 

被保険者はサービスを受ける際にその都度、事業者に被保険者証を提示することが義務 

付けられています（規則第 63 条）。それにも関わらず、給付制限の記載が見逃され、国保

連の審査で返戻となってから気づかれるケースが発生しています。 

円滑な事業運営のため、サービス提供時及び費用徴収時には必ず被保険者証を確認し、 

給付制限に関する記載がある場合は、利用者からの利用料徴収方法を間違えないようにお

取り扱い願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)支払方法の変更（償還払い化）の場合 

被保険者証に支払方法の変更措置の終了日が記載されている場合、終了年月日までの 

サービス利用が償還払いとなります。終了年月日の翌日以降は現物給付となりますので、

誤って費用徴収を行ってしまった場合には、お手数ですが、利用者との間で精算のうえ、

保険給付分について国保連合会に請求してくださるようお願いします。 

なお、支払方法の変更措置が解除になるのは解除要件を満たした日の翌日（生活保護に 

ついては開始日）であることから、月途中の場合も多いため、月単位ではなくサービス提

供時ごとに費用徴収を行っている事業者の方は、特にご注意ください。 

 

(3)給付額減額の場合 

被保険者証には、給付額の減額の開始年月日・満了年月日を記載しています。満了年月 

日の翌日以降は、被保険者の負担割合に応じて給付率が給付額減額措置前の負担割合に戻

りますので、通常どおりの利用者負担額を徴収してください。誤って給付額減額措置中の

利用者負担額で徴収してしまった場合、お手数ですが、利用者との間で精算のうえ、保険

印 

サービス提供時に被保険者証の提示を受けた際には、ここも必ず確認してください。 

 

令和 2年 11月 1日から 

支払方法の変更 

令和 2年 11月 1日から 

令和 3年 3月 31日まで 

給付額の減額 

R2.11.1 ～ R3.10.31 

○○○センター 

要介護３ 

R2.11.1 

R2.11.1 ～ R3.10.31 

０００１２３４５６７ 

○○○－○○○○ 

 

横浜市中区本町 6-50-10 

介護 太郎 

昭和 8年〇月〇日 

令和 2年○月○日 
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給付分について、国保連合会に請求してくださるようお願いします。 

  なお、満了年月日前に給付額減額措置が解除になるのは、要介護被保険者が被保護者に 

なる等特別な事情に該当すると認めた日の属する月の前月末日であるため、解除の効果は

解除した月の初日にさかのぼります。 

(4)支払方法の変更と給付額減額が重複している場合 

利用者が「支払方法の変更措置」を受けている期間と「給付額減額措置」を受けている 

期間が重複する場合には、その期間内はサービスを利用する際の費用がいったん全額自己

負担になりますので、ご注意ください。 

また、上記２の場合を含め、支払方法の変更が措置されている被保険者からの費用徴収 

時には、「領収書」と併せて「サービス提供証明書」の交付をお願いします。居宅介護支援

事業所の場合は、さらに「給付管理票」も利用者にお渡しください。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

４ 各種助成制度の扱い 

  給付制限措置を受けた場合でも、それぞれの助成認定証等には、給付制限措置について

の記載等は行いませんので、必ず介護保険被保険者証で確認してください。 

 

(1)介護サービス自己負担助成 

（ア）支払方法の変更の場合 

介護サービス自己負担助成を受けていない方と同様、助成額分も含めた費用の全額

をサービス事業者に支払い、領収書等の必要書類を持参のうえ、区保険年金課で償還

給付手続きを行うこととなります。 

保険給付分の償還給付申請を行うことにより、自動的に助成金は被保険者の口座に

支給されます。（保険給付分と別に、介護サービス自己負担助成分の償還支給申請を行

う必要はありません。） 

 

（イ）給付額減額の場合 

利用者負担を軽減する趣旨に鑑み、助成率が  

７／100 の場合は、自己負担 ３％ → ９％ となります。 

５／100 の場合は、自己負担 ５％ → 15％ となります。 

＊サービス提供証明書の様式は、横浜市役所のホームページからダウンロードできます。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/houshu.html 

保険給付の支払方法の変更措置を受け、サービス利用時に全額自己負担した（10 割分を支

払った）被保険者が区役所保険年金課で償還給付を申請する際には、次の書類が必要となり

ます。 

・介護保険被保険者証 

・介護保険給付費等支給申請書 

・領収書 

・サービス提供証明書 

※居宅介護サービス計画費の申請の場合は「給付管理票」も必要 
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(2)社会福祉法人による利用者負担軽減 

（ア）支払方法の変更の場合 

社会福祉法人による利用者負担軽減（以下「社福軽減」といいます。）については、

支払方法の変更の対象者でも社福軽減の対象となっている場合がほとんどです。 

この場合は、社福軽減による軽減分を除いた自己負担分及び保険給付分を事業者に

支払った後、保険給付分について償還給付の申請を区役所に行うことになります。 

（前年度の介護保険料に未納がある場合は社福軽減の対象外となり、利用者負担軽減

証は交付されません。） 

 

①負担軽減後の自己負担分（軽減割合が 50％の場合５％、軽減割合が 25％の場合 7.5％） 

        

②保険給付分（通常 90％） 

        

①と②を事業者に支払った後に、②の保険給付分を区役所に償還給付申請することと 

なります。 

 

（イ）給付額減額の場合 

    利用者負担を軽減する趣旨に鑑み、軽減割合が 

50％の場合、自己負担 ５％ → 15％ となります。 

25％の場合、自己負担 7.5％ → 22.5％ となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】横浜市健康福祉局介護保険課 

給付制限の措置について 

（保険料担当）電 話：045-671-4254 

償還給付申請等の手続きについて 

（給付担当）電 話：045-671-4255 

 

【凡例】 

○法・・・・・・介護保険法（平成９年 12 月 17 日法律第 123 号） 

○令・・・・・・介護保険法施行令（平成 10 年 12 月 24 日政令第 412 号） 

○規則・・・・・介護保険法施行規則（平成 11 年 3 月 31 日厚生労働省令第 36 号） 
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 事業所とし
 ての方針

上記に対する事業所（法人）の「方針」や「考え方」を具体的に記入してください。

（　　　）

※太枠内を必ず記入してください。

講習会資料 ページ内の
（例：６事故報告、11変更届・加算届　など）

質問対象
サービス

（例：居宅介護支援・訪問介護など）

質問の詳細

具体的に記入してください。

※個人情報は記入
しないでくださ
い。

法人名

担当者名 送信日

電話番号 （　　　）

参考とする
基準や通知

利用者情報

ＦＡＸ番号

令和５年度 横浜市居宅サービス事業者等集団指導講習会
質　問　票

事業所名

令和５年　　月　　日

横浜市健康福祉局介護事業指導課 あて

ＦＡＸ ０４５（550）3615
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